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平成 27 年度末に中長期目標期間が終了する○○大臣所管独

立行政法人の業務及び組織の全般にわたる検討結果並びに

講ずる措置の内容についての意見 

    

 平成 27年度末に中（長）期目標期間が終了する独立行政法人の業務及び組織の

見直しについて、当委員会における調査審議の結果、全体を通じて意見を述べる

必要がある事項は、Ⅰに示すとおりである。貴省におかれては、法人類型や業務

内容の特性を踏まえ、当該意見の趣旨が最大限活かされるよう、見直しを進めら

れたい。 

 加えて、○○大臣所管の独立行政法人○○（以下「本法人」という。）に関し、

平成 27年度末の中長期目標期間終了時における業務及び組織の全般にわたる検討

の結果並びに講ずる措置の内容についての個別的な意見はⅡに示すとおりであり、

当該意見の趣旨が最大限活かされるよう、見直しを進められたい。 

 

Ⅰ．各大臣所管法人共通 

第１ 独立行政法人の統合効果の発揮の最大化 

  「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定。以下「改革方針」という。）においては、国の政策の実施機関として各法人

の担う政策実施機能を強化し、適切なガバナンスを構築していく観点から類似

業務を実施等している法人を統合することとされたところ、このうち多数の法

人は、平成 27年度に中（長）期目標期間が終了することとなる。 

  法人を統合する場合においては、改革方針で示された考え方に沿って、適切

な時間軸の下で、法人の政策実施機能の最大化、業務の質と効率性の向上とい

う統合効果が最大限発揮されるよう、以下のような措置を講ずるものとする。 

 ① 統合法人の業務を効率的に実施する観点から、類似又は互いに密接に連関

する事業部門の統合・再編を行う。 

 ② 統合定着後における組織・経費の合理化の効果の発揮に向け、間接部門の

共通化、効率化などの取組を着実に進める。 

 ③ 事業部門間での業務執行を統合的に担当する役員の設置、法人の長の権限

の下での予算・人員等の資源配分の実施など、統合法人における一体的なマ

ネジメントが確実に行われるような体制を構築する。 

 ④ 特に研究開発業務については、研究内容の特性を踏まえつつも、「研究開発

成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立の実現に

資するよう、 

・ 研究部門や研究ユニットの機動的な再編、研究員等の柔軟な配置、 

・ ＩＣＴやテレビ会議を活用した日常的な研究情報の交換、 

・ 研究開発を推進していく上で必要となる技術、能力、人材、設備及び研

究シーズの相互利用の活性化 



などの新たな研究課題への適応、研究開発成果の最大化に向けた取組を行う。 

 

第２ 国の政策における位置づけの明確化 

 独立行政法人は国の政策の実施機関であることを踏まえ、法人の業務は、国

の政策上の目的を効果的かつ効率的に実現する観点から実施される必要がある

とともに、社会経済情勢が変化する中においては、国の政策の方向性の変化に

適時・確実に対応して重点化・効率化が図られなければならない。 

また、法人の政策実施機能の最大化を図る観点から、主務大臣の下における

ＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるという独立行政法人改革の趣旨に照らし

ても、法人の業務は主務大臣の政策と整合的に実施される必要がある。 

  こうした基本的な考え方の下、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平

成 26年９月２日総務大臣決定、平成 27年５月 25日改定。以下「目標策定指針」

という。）等に沿って、 

① 国の政策の中で法人の業務がどのように位置付けられるかを目標において

明らかにするとともに、法人の業務及び組織の見直しは当該国の政策の方向

性に沿って行う。 

② 当該国の政策目的を実現するためにどのような成果を達成すべきなのかを

目標において明らかにした上で、当該成果を的確に測定できるような具体的

かつ定量的な目標を設定する。 

 ③ 国の政策との関係については、法人を所管する主務大臣の政策のみならず、

当該政策と関連する他の大臣の政策も含めて国の政策全体の中で整合的に整

理するとともに、法人の位置づけにおいては民間部門や関連する他の法人と

の役割分担を明確化し、必要な連携を図る。 

 といった措置を講ずるものとする。 

 

第３ 政策目標の明確化 

目標策定指針においては、主務大臣は、法人に対し、国の政策体系に位置づけ

られた的確かつ明確な役割（ミッション）を与え、目標において具体的かつ明確

に記載することとされている。また、法人の達成すべき目標は、法人のミッショ

ンに基づいて、アウトプット（法人の直接的な活動の成果）のみならず、できる

限りアウトカム（法人の直接的な活動が国民生活や社会経済に及ぼす影響や効果）

に着目して定めることとされている。 

上記を踏まえ、法人の業務及び組織の見直しにおいては、国の政策の方向性に

沿って行うことはもとより、法人のミッションの実現、アウトプットのみならず

アウトカムの達成に向けて、業務の廃止・縮小・重点化、予算や人員の的確な投

入などの選択と集中を行うとともに、アウトカムが的確に測定できるような具体

的かつ定量的な目標を設定するものとする。 

  国立研究開発法人についても、「研究開発成果の最大化」と「適正、効果的か



つ効率的な業務運営」との両立の実現に資するよう、当該法人のミッションの

実現、研究開発活動の国や社会に対する効果（アウトカム）の達成に向け、可

能な限り、工程表の活用などにより、研究成果の達成水準・達成時期を段階的

に明確化していくとともに、アウトカムの寄与・実現への貢献を的確に測定で

きるような具体的かつ明確な目標を設定するものとする。 

 

第４ 組織運営・ガバナンスの適正化 

１ 独立行政法人改革は、主務大臣から与えられた明確なミッションの下で、

法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な組織運営、適切なガバ

ナンスにより、国民に対する説明責任を果たしつつ、法人の政策実施機能の

最大化を図ることを目的とするものである。 

目標策定指針や既往の通知、当委員会の意見では、法人の長によるマネジ

メントを強化するための有効な手段として、内部統制システムの充実・強化

が挙げられているところであり、法人の長の下で自律的なＰＤＣＡサイクル

を十分に機能させる観点からも、目標策定指針等に沿って、内部統制システ

ムの整備に関する事項を確実に目標等に定めるものとする。 

加えて、各種の規程を整備することはもとより、これらの仕組みが確実に

機能を発揮した上で組織及び業務の運営がなされるよう、 

① 法人のミッションや長の指示が確実に全役職員に伝達される仕組みの構

築 

② 法人のマネジメント上必要なデータを組織内で収集・共有し、法人の長

に伝達した上で、組織・業務運営において活用 

③ 不祥事案が発生した法人にあっては、再発防止策を講じるのみならず、

内部統制が有効に機能しているかどうかを継続的にモニタリング 

などの具体的な取組を、法人内電子掲示板システム、テレビ会議システム、

文書管理・決裁の電子化といった形で情報伝達・共有の手段としてＩＣＴ技

術を活用するなどにより、法人の長のリーダーシップの下、日常的に進めて

いくものとする。 

 

２ 法人の組織・業務運営や、法人への信頼性確保においては、リスク管理体

制、コンプライアンス、情報公開、個人情報保護、情報セキュリティを適切

に行うことが重要であるところ、特に個人情報保護、情報セキュリティにつ

いては、本年９月の「サイバーセキュリティ戦略」の改定などを踏まえ、法

人の保有する情報システムに対するサイバー攻撃への防御力強化、攻撃に対

する組織的対応能力の強化などに取り組むものとする。 

 

３ 法人の組織・人事管理についても、効率的・効果的な業務運営がなされる

よう、法人のミッション、アウトカムの達成の観点から具体的かつ明確な目



標を設定し、法人の長がリーダーシップを発揮してこれに当たる必要がある。

その際、 

① 先進的な研究分野など、外部の専門的知見が特に求められる分野につい

ては、外部人材の招へいや人事交流の計画的・積極的実施 

② 研究開発にあっては、法人と大学等の技術シーズの円滑な橋渡しに資す

るよう、クロスアポイントメント制度の導入 

などを行いつつ、法人のミッション、アウトカムと整合的な人材育成・登用

方針を明確化していくものとする。 

 

第５ 財務内容の改善 

 独立行政法人が、主務大臣から与えられた明確なミッションの下で、法人の

長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な業務運営を行い、法人の政策実

施機能の最大化を図るためには、財務内容の改善・適正化が必要である。 

  このため、法人の財政規律、調達の合理化等に関し、改革方針をはじめとす

る既往の政府決定に基づく取組を着実に実施するほか、以下のような措置を講

ずることとされたい。 

 ① 業務及び組織の見直しを通じた事務・事業の運営の合理化・適正化・効率

化や、管理会計の手法の活用による個々の業務の予算管理の徹底などにより、

予算執行を効率化する。特に、運営費交付金は、国民から徴収された税金そ

の他の貴重な財源で賄われているものであることに留意し、適切かつ効率的

に使用することに努める。 

 ② 繰越欠損金については、収益改善、経費節減、債権管理・回収の厳格化等

に留意した欠損金解消のための計画を策定するほか、これらによる欠損金解

消の見込みがない場合には、業務内容や欠損金の性質に留意しつつ、当該業

務を廃止した上で一定年限を区切って確実に清算するなど、欠損金の計画的

かつ着実な処理に努める。また、今後の欠損金の発生防止のため、財務基盤

の改善に努める。 

 ③ 法人の経営の自律性を向上させるとともに、国の歳出への依存度を低下さ

せる観点から、適切な受益者負担の要求、法人トップの主導による戦略的な

広告・宣伝活動、保有施設の一般利用への開放などの自己収入の増加に向け

た措置を具体化するとともに、遊休施設がある場合には売却、他用途への転

用など保有資産の有効活用に取り組む。 

 ④ 出融資業務について、事前に出融資の適否についてリスク分析を行う部

門・担当者を設けるなど、財務マネジメントを充実する。 

⑤ 各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、業務内容が類似する法人間

における共同調達の実施や、地域的に近接する法人間における間接業務の共

同実施などを進める。併せて、シェアードサービスを活用する観点に留意し

つつ、財務・会計・情報システム等の法人運営に共通的な事項に係る研修の



共同実施によるノウハウの共有化や、各法人で構築しているテレビ会議など

のシステムを法人間で利用できる仕組みの導入等法人運営に係るシステムの

共用化についても進めていく。 

 



 

 

総務省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ. 国立研究開発法人情報通信研究機構 

第１ 研究業務の目標設定 

１ 研究成果の最大化 

  目標策定指針においては、国立研究開発法人の目標について、「一定の事業

等のまとまり」（注）ごとに目標を設定するものとしている。 

  しかしながら、本法人の現中長期目標における評価の単位は、研究開発に

ついては、「我が国の活力強化に貢献する研究開発の重点化」、「ニーズを適切

に踏まえた研究支援業務・事業振興業務の実施、その他」のほか、第３期中

長期計画の別表にあるとおり、「新世代ネットワーク技術」、「光ネットワーク

技術」等 16項目となっている。これら項目は、財務諸表におけるセグメント

６つのうち、本法人自ら行う研究開発分野の「ネットワーク基盤技術」、「ユ

ニバーサルコミュニケーション基盤技術」、「未来ＩＣＴ基盤技術」、「電磁波

センシング基盤技術」の４つのまとまりを中心にさらに 16項目に細分化した

ものである（資料１参照）。 

  平成 27年８月の情報通信審議会情報通信技術分科会技術戦略委員会におけ

る「新たな情報通信技術戦略の在り方」では、重点研究開発分野として、平

成 28年度以降の本法人が行う研究開発の方向を「センシング＆データ取得基

盤分野」、「統合ＩＣＴ基盤分野」、「データ利活用基盤分野」、「情報セキュリ

ティ・耐災害ＩＣＴ基盤分野」、「フロンティア研究分野」の５分野を掲げて

いる（資料２参照）。 

  目標策定指針では、法人の長から、法人の資源（予算、人事、組織等）配

分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた者が評価の結果を

業務の遂行に適切に反映できる単位として、法人内部の縦割りを助長するこ

とのないよう十分留意して「一定の事業等のまとまり」を設定することとし

ている。 

このため、次期中長期目標においては、新たな情報通信技術戦略の在り方

を踏まえ、「一定の事業等のまとまり」を適切に定め、その単位を基本として

アウトカムの観点を十分踏まえた具体的・明確な目標を設定し、研究内容を

適切に評価できる評価軸を設定する仕組みを構築するとともに、目標の達成

に向けた適切な研究マネジメント体制を構築するものとする。 

 （注）「一定の事業等のまとまり」とは、目標策定指針において、「法人の内部管理の観点や財務会計との整合性を確保

した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫した管理責任を徹底し得る単位」であり、「具体的には、法人

の長から、法人の資源（予算、人事、組織等）配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた者が、

評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位」とされている。 

 

２ 中長期目標期間を超えた時間軸の設定 

Ⅰの第３に示しているとおり、「研究開発については工程表の活用等により、

可能な限り研究成果の達成水準・達成時期の段階的な明確化」としていると



ころであり、本法人では、情報通信審議会情報通信技術分科会技術戦略委員

会において 2020年までの研究分野における工程表が示されている（資料３参

照）。 

しかしながら、情報通信分野の研究開発スピードは非常に速いものの、ア

ウトカムへの貢献や実現につながるのは研究開発成果が創出されてから相当

期間経過した後である。 

このため、中長期目標の策定にあたっては、本法人が達成すべき成果が的

確に評価できるように、具体的な達成水準を定める目標の設定を行った上で、

中長期目標期間を超えた時間軸を視野に入れることについても適切に配慮す

るものとする。 

 

３ テストベッドに関する目標 

テストベッド研究開発は、本法人が自ら行う研究開発だけでなく、企業や

大学等にオープンに開放する試験環境である。 

しかしながら、現中長期目標期間の評価では、論文数や特許出願数を参考

指標としており、テストベッドの有効性の観点から、市場の創出や国際競争

力の面で具体的な評価が実施できていない。 

よって、次期中長期目標では、実用化への橋渡しやベンチャー・中小・中

堅企業等の育成等我が国全体としての研究開発成果の最大化の観点から評価

が行えるようにするものとする。 

その際、 

① ハイレベルな研究開発を行うためのテストベッドが構築できているか

といった観点 

② テストベッド利用者にとり、研究開発成果を実装したテストベッドの

利用が有益な技術実証・社会実証につながっているかといった観点 

から適切な評価軸を設定するものとする（資料４参照）。 

 

第２ 事務及び事業の見直し 

 １ 繰越欠損金解消に向けた取組の強化 

  基盤技術研究促進勘定の繰越欠損金については、平成 22年度以降の新規採

択は終了し、既存の管理のみとなっている。 

しかしながら、平成 26年度の基盤技術促進勘定では、経常収益 6,967万円

に対し、経常費用 6,940万円となっており（資料５参照）、年度末の繰越欠損

金は 573億円となっている。 

このため、受託者への助言・指導を引き続き強化しつつ、独立行政法人会

計基準が平成 27年１月に改訂されたことも踏まえ、これまで以上のコスト意

識を持って、繰越欠損金の解消や受託者からの収益納付・売上納付に向けた

取組を引き続き行うとともに、事業の効果の把握及び検証を実施するものと



する。 

なお、出資勘定についても、出資価値の向上に向けた取組を引き続き行う

ものとする。 

 

２ 海外連携センター 

本法人は、海外連携センターを３か所設置しており、平成 26年度業務実績

評価等では、海外連携センターについて、現地でなければ対応が困難な政策

及び研究開発に関連する情報の収集・調査の実施、研究開発における拠点主

導型の国際連携機能の強化、現地の利を活かした情報の発信、人材発掘及び

国際共同研究の支援等を行っており、本法人がグローバルな競争、協調等、

国際戦略に基づく研究開発を行う上で必要であるとされている。 

また、海外連携センターでは、有識者や専門家との人脈を形成して現地で

しか入手できない貴重な情報の収集と分析を行い、これらをいち早く本法人

内での研究活動に活かせるように提供しているとされている。 

しかしながら、研究内容について公表できないものもあり得るが、海外連

携センターの調査の結果、国際共同研究に結びついた件数や国内での新たな

研究開発の開始など具体的な成果を評価対象としておらず、海外連携センタ

ーの業務を適切に評価できていない。 

したがって、次期中長期目標においては、本法人の研究成果の最大化の観

点を十分踏まえ、海外連携センターに関する目標を定めるものとする。 

 

３ 研究推進体制の見直し 

本法人は、日本全体で研究成果の最大化を図るため、情報通信分野におけ

るオープンイノベーションの拠点となることが期待されている。企業、大学

等と連携した研究開発を活性化させるためには、研究の支援体制が重要とな

る。 

これまでも、本法人では社会還元促進部門、産学連携部門及び産業振興部

門として、研究開発の支援、知的財産の管理、連携研究及び事業支援化に取

り組んで来たところである。しかし、組織がそれぞれ独立した体制であるこ

とから、研究開発プログラムを一体的に支援する体制としては改善の余地が

ある。 

このため、次期中長期目標の策定にあたり、これまでの研究支援等の成果

を検証した上で、例えば、大学で設置され始めている「リサーチ・アドミニ

ストレーター」（注）のような専門人材を強化する必要がないか等を検討し、研

究開発成果を最大化することを目的とした支援体制の改善を中長期目標に明

記するものとする。 

なお、人材・体制を強化するにあたっては、安易に組織を肥大化するよう

なことはせず、現状の人的リソースを上手く活用しながら進めていくものと



する。 

（注）我が国の大学等では、研究開発内容について一定の理解を有しつつ、研究資金の調達・管理、知財の管理・活用

等をマネジメントする人材が十分ではないため、研究者に研究活動以外の業務で過度の負担が生じている状況。

このような状況を改善するため、研究者の研究活動活性化のための環境整備及び大学等の研究開発マネジメント

強化等を行う人材のこと。 

 



 

 

財務省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．独立行政法人酒類総合研究所 

第１ 業務体制の見直し 

１ 研究開発成果の最大化 

  本法人は、国税庁では対応が困難な酒類に関する高度な分析・鑑定業務等、

国税庁の行政事務の一部を担う法人である。 

一方、改革方針において、中期目標管理型の法人と整理されたものの、分

析及び鑑定の理論的裏付けとなる調査・研究や高度な分析及び鑑定に伴う手

法の開発等も重点的に行っているところである。 

また、現中期目標期間中、「日本再興戦略－JAPAN is BACK－」（平成 25年

６月 14日閣議決定）（資料１参照）においてクールジャパンの推進が国家戦

略として位置付けられたことを受け、本法人の中期目標を期中で改正し、日

本産酒類の輸出促進という新たな政策課題に対する取り組みが業務として拡

充されたところである。 

したがって、本法人の中期目標管理法人としてのミッションについて、新

たな政策課題への対応を踏まえた国税庁の中での位置づけをより一層明確に

した上で、研究開発業務については目標策定指針における国立研究開発法人

の準用規定に基づき、適切な評価軸を検討・設定し、法人内外から研究ニー

ズを組織的にくみ上げ、国立研究開発法人における第一の目的である研究成

果の最大化に向けた中期目標を策定するものとする。 

また、「酒類の分析・鑑定」や「酒類の品質及び安全性の確保」等を目的と

して国税局鑑定官室が行う業務（資料２参照）との関係を示した上で、本法

人がこれらの業務を行う必要性について明確にするものとする。 

さらに、適正かつ厳正な評価に資する「一定の事業等のまとまり」（注）をど

のように設定するのか、それに伴い現行組織を見直す必要がないかについて

も検討した上で、目標の達成時期や国及び社会に対する効果についても次期

中期目標で明確に示すものとする。 

（注）「一定の事業等のまとまり」とは、目標策定指針において、「法人の内部管理の観点や財務会計との整合性を確

保した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫した管理責任を徹底し得る単位」であり、「具体的には、

法人の長から、法人の資源（予算、人事、組織等）配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられた

者が、評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位」とされている。 

 

２ 東京事務所の移転に伴う組織・業務の見直し 

まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 26年 12月 27日閣議決定）に基づ

き、東京事務所（東京都北区）を広島事務所（広島県東広島市）内に移転す

ることが、平成 27年６月 30日の「まち・ひと・しごと創生本部」で決定さ

れた。 

本法人では、この決定を受けて平成 27年７月 10日に移転を実施したとこ

ろであるが、①今回の移転は、地方創生の一環である政府機関の移転第１号



であり、広島移転に係る政策の効果がどう表れたか、また、②２つの事務所

を１つに統合したことに伴う内部統制の機能強化やコスト削減の効果がどう

表れたか、について次期中期目標期間中に検証するものとする。併せて、組

織・業務についても更なる見直しを行い、次期中期目標期間中の可能な限り

早期に組織の合理化及び業務の効率化を着実に実施するものとする。 

 

３ 新たな政策課題に対する取組について 

  酒類の品質評価業務（鑑評会の実施）や酒類及び酒類業に関する講習業務

は、「平成 22年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人等の主要な事務

及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」（平成 22年 11月 26日政策

評価・独立行政法人評価委員会）において指摘されたとおり、民間で実施可

能なものは民間で実施することをより徹底し、民間による単独実施や共催化

に取り組んできたところである。 

  一方、「日本再興戦略－JAPAN is BACK－」においてクールジャパンの推進

が国家戦略として位置付けられ、本法人の中期目標を期中に改正されたとこ

ろである。 

  しかしながら、中期目標においては、「日本産酒類の競争力を更に高めてい

くためには、公的機関による酒類の品質の確保が有効であり、そのための支

援に係る業務を拡充する」としか記載されておらず、具体的に本法人が行う

べき業務を主務大臣として明らかとしていない。このため、日本産酒類の輸

出環境整備に関する国税庁の最近の取り組みにおいて、本法人が「海外の酒

類教育機関の日本酒講座に対する支援」や「日本酒ラベルの用語事典を作成」

を実施したとされているが、このことを適切に評価できる仕組みとなってい

ない。 

  また、従来から実施されている品質評価業務である鑑評会等については、

改革方針で示された内容しか中期目標に記載されていない。 

  このため、次期中期目標の策定にあたっては、日本産酒類の競争力を更に

高めていくために本法人が行う必要のある業務を明確化した上で、品質評価

や講習業務については、その目的や必要性等を明確に再整理した上で、実施

回数や参加者の満足度だけではなく、鑑評会や講習の実施によってどのよう

な政策効果が得られたのか、適切な目標を設定するものとする。その際、改

革方針において指摘のあったとおり、中小企業に過大な負担とならないよう

配意しつつ、民間による応分の負担を求めるとともに、他の研究機関等との

連携を強化していくものとする。 

  なお、共催で実施するもののうち、赤字のある業務については、その解消

に向けて取り組んでいくものとする。 



 

 

文部科学省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 国の政策・施策に即応した調査研究の実施 

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以下「本法人」という。）は、

特別支援教育に関する喫緊の課題に対応した研究や、重要性が高い課題に関

する研究を実施しており、平成 27年度においては、知的障害教育における教

育課程の在り方、自閉症のある児童生徒の自立活動の指導など、15の課題に

ついて研究を実施している。 

一方、文部科学省では、平成 26年１月、障害者の権利に関する条約を批准

したことに伴い、特別支援教育について、インクルーシブ教育（障害のある

者と障害のない者が共に学ぶ仕組み）システムを構築していくとの方向性を

打ち出しており、本法人においては、今後、このような国の特別支援教育に

関する政策・施策の方向性に即応した研究を実施し、その成果を普及してい

くことが求められる。 

このような中、①現中期目標においては、中期目標期間においてどのよう

な必要性やニーズにより個々の調査研究を行うのか、また、それらの必要性

やニーズを踏まえ、いつまでにどのような成果を得るのか、さらに、どのよ

うに普及を進め、特別支援教育の現場の改善等にどのように生かすのか等に

ついて明確に示されていない。また、②文部科学省では、次期中期目標期間

に向けての本法人の「見直し内容」において、教育現場のニーズに対応した

研究を行うこととし、その成果について、教育現場に還元するとともに、研

修事業に取り入れることとしているが、今後、インクルーシブ教育システム

の構築の流れに即応して次期中期目標期間において本法人としてどのような

研究を行うべきか、個々の調査研究についてどのような成果を出していくか

ということについて、文部科学省及び本法人において具体化する必要がある。 

したがって、本法人が実施する調査研究について、以下の措置を講ずると

ともに、次期中期目標に明記する必要がある。 

① 国の特別支援教育に関する政策・施策を達成するため、文部科学省及び

本法人が連携を密にし、社会情勢の変化等を踏まえた集中と選択により、

今後、本法人が実施しなければならない研究体系を策定すること。 

また、策定した研究体系に基づき、どのような背景や必要性のもとにど

のような調査研究を行うかということについて明確化すること。 

② 実施することとする個々の調査研究について、いつまでにどのような成

果を出すかということを具体的なロードマップとして策定すること。 

また、個々の調査研究ごとに、その目指すべき成果について、政策と関

連付けた具体的な目標を設定するとともに、得られた成果をどのようにし

て広く普及・活用されることを目指すかについて、活用された実績の指標

など具体的な数値目標を設定し、経営層による適切なマネジメントのもと



着実に実施すること。 

 

２ 国の政策目的に沿った効果的な研修への見直し 

   本法人は、主として障害のある幼児・児童・生徒の教育を担当する教職

員に対し、専門的知識及び技術を深めさせることを目的とした研修等を実

施しており、平成 27年度においては発達障害・情緒障害・言語障害教育コ

ース、知的障害・肢体不自由・病弱教育コースなど８種類の研修等を、計

約 500名を対象に実施することとしている。 

一方、上記１のとおり、文部科学省では、特別支援教育について、イン

クルーシブ教育システムを構築していくとの方向性を打ち出しており、本

法人においては、今後、このような国の特別支援教育に関する政策・施策

の方向性に即応して、特別支援教育に従事する教職員のほか、一般の学校

の教職員も含め、広く特別支援教育に関する専門的知識や技術を普及して

いくための研修事業を実施していくことが求められる。 

(1) 国の政策・施策に即応した研修体系の確立 

文部科学省では、インクルーシブ教育システムの構築の方向性を踏ま

え、次期中期目標期間に向けての本法人の「見直し内容」において、研

修事業について、①インクルーシブ教育に関する最新の研究成果を研修

に取り入れること、②インクルーシブ教育システム構築に向けた研修を

中心に再構築することを掲げている。 

しかし、本法人が現中期目標期間において実施している研修等は、一

部を除き、一般の学校の教職員を受講対象としておらず、また、現時点

においては、次期中期目標期間に向けて、研修等をどのように国の政策・

施策の方向性に沿った体系とし、研修等にどのような手法や内容を取り

入れていくか等について、文部科学省及び本法人において、その方向性、

方針等は策定されていない。 

 

(2) 研修に関する目標値の見直し 

本法人が実施している研修が達成すべき目標値については、現中期目

標においては設定されておらず、本法人が策定した現中期計画において、

①本法人が設定する研修受講者数に対する実際の受講者の参加率につい

て毎事業年度平均 85％以上、②研修受講者に対して実施するアンケート

調査において、平均 85％以上有意義であったとのプラス評価の確保など

の目標値が設定されており、これらの目標値を下回った研修については、

研修内容、方法等を見直すこととされている。 

しかし、現中期計画で設定されている目標値については、他の研修事

業を実施している法人が設定している目標値を参考として設定されたも

のであり、当該目標値の妥当性について検証等を行うことが求められる。



また、他法人において目標値が設定されたのは、平成 13 年又は 18 年と

相当以前であり、現時点において求められる研修成果として妥当な水準

となっているかということについても疑義がある状況となっている。 

さらに、平成 25年度の研修実績をみると、①参加率については、研修

全体でみると 100％を超えているものの、個別研修ごとにみると 70％程

度のものもみられ、毎事業年度平均 85％以上という目標値のもとでは、

それらの研修の見直しには至らないものとなっている。また、②有意義

であったとのプラス評価の割合については、指標自体は研修の効果を把

握する上で有効であると考えられるものの、平均 85％以上という目標値

は、毎年度全ての研修でほぼ 100％という実態を踏まえ妥当なものとな

っているかの検証等がこれまで行われていないなどの状況もみられる。 

 

したがって、本法人が実施する研修について、文部科学省及び本法人が密

に連携することにより、以下の措置を講ずるとともに、次期中期目標に明記

する必要がある。 

① 研修の実施状況を踏まえた課題や改善が必要な事項等を整理するととも

に、国の特別支援教育に関する政策・施策に即応して本法人が実施する研

修に求められるニーズを的確に把握し、それらを踏まえ、早急に、社会情

勢の変化等を踏まえた集中と選択により、今後、本法人が実施しなければ

ならない研修体系を策定すること。 

② 策定した研修体系に基づき、どのような背景や必要性のもとにどのよう

な研修を行うかということについて明確化し、これらの内容について具体

的に明記すること。 

③ 実施することとする個別の研修等に関する目標値の指標及び水準につい

て、上記(1)における研修方針、体系等の見直しと併せて、それぞれの研

修等の目的に照らした成果をより的確に評価できる指標への整理・見直し

を行うとともに、当該指標ごとに達成すべき具体的な数値目標を設定し、

着実に実施する必要がある。 

 

３ 法人及び法人活動の周知のための戦略的な広報の推進 

本法人では、実施している研究内容等について周知するため、①研究成果

については研究成果報告書を作成し、本法人のホームページへの掲載、都道

府県等教育委員会、特別支援学校等への配布、学会での発表などの取組を行

っており、また、②開発した教材等については、本法人のホームページに掲

載するなどしている。 

現中期目標及び現中期計画においては、研究成果等の普及に関する目標値

として、本法人の研究活動等を提供するなどの目的で毎年度１回開催してい

る「研究所セミナー」への参加率及び満足度、学会等における発表件数、図



書室所蔵資料等のデータベースへのアクセス件数等が設定されている。 

しかし、これらの目標値に関しては、例えば、①「研究所セミナー」の定

員充足率（90％以上）及び満足度（85％以上）については、定員充足率につ

いては 130％を超えている年度があるほか、満足度については毎年度ほぼ

100％に近い数値となっている、また、②図書室所蔵資料等のデータベースへ

のアクセス件数（50万件以上）については、前中期目標期間の最終年度にお

ける実績が約 80万件となっているにもかかわらず当該目標値を設定し、実際、

達成率が 500％を超えている年度もあるなど、当該目標値の算出根拠が不明

確と考えられる上、本法人において、それらの目標値が実態を踏まえた妥当

なものとなっているかの検証等も行われていない。 

さらに、文部科学省では、現中期目標期間中における本法人及び本法人の

活動に関する情報提供の実施状況について、今後の課題として、能動的に情

報を得ようとする者以外には情報は届かず、本法人の認知度を上げ、情報を

得ようとする者を増やすことが急務とした上で、次期中期目標期間に向けて、

①研究成果の普及やインターネットを通じた情報提供の量的充実とその効果

的・戦略的な取組を推進すること、②情報収集・発信方策や広報の在り方を

具体化し強化することを掲げている。 

したがって、本法人及び法人活動の周知について、以下の措置を講ずると

ともに、次期中期目標に明記する必要がある。 

① 特別支援教育のナショナルセンターとして、特別支援教育の政策・施策

及び現状や課題、本法人の存在や活動内容（研究内容やその成果）等につ

いて、より多方面（一般の学校、民間企業、各種団体等）に周知させ、そ

れら各方面からの理解・支援を得ることができるよう、具体的な広報戦略

を策定すること。 

② 策定した広報戦略に基づき、具体的にどのような取組を行うかというこ

とについて明確化するとともに、周知実績や情報の広がり、また、研究成

果等については活用実績等に関する指標を検討し、戦略的かつ具体的な数

値目標を設定し、着実に実施すること。 

 

第２ 運営の効率化 

１ 保有資産の有効活用 

  本法人では、研修受講者の利用、職員の福利厚生等を目的として、体育施設

（第１グラウンド、第２グラウンド及び体育館）を保有している。 

これらの体育施設については、いずれも、外部貸出しを行うこととしてはい

るものの、これまで、本法人では、外部利用は本来の使用目的ではないことを

理由に一般利用者を呼び込むための取組は特段行ってきておらず、それぞれ外

部の利用実績は著しく低調（数％～10％程度）となっている。また、本法人に

おいては、当該施設が研修受講者及び職員によって実際にどの程度使用されて



いるかということについても把握していない。 

したがって、本法人が保有している体育施設については、「独立行政法人の

保有資産の不要認定に係る基本的視点について」（平成 26年９月２日 総務省

行政管理局）を踏まえ、及び自己収入の拡大を図る観点からも、以下の措置を

講ずる必要がある。 

① 障害者スポーツ（ブラインドサッカー、車椅子バスケットボール等）の実

施の場として、また、それ以外の多目的の用途に広く利用されるために、

各種団体への積極的な働きかけなどの具体的な方針を策定すること。 

② 策定した方針に基づき、体育施設の稼働率等、利用に関する具体的な目標

値を設定し、それらを次期中期目標に明記した上で、経営層による適切な

マネジメントのもと、目標達成に向けた取組を推進すること。 

 

２ 共同調達等の取組の一層の推進 

改革方針において、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、

国立女性教育会館及び教員研修センターの４法人については、効果的・効率的

な業務運営のために間接業務等を共同で実施すべく、共同実施が可能な業務の

選定、費用対効果、具体的な方法等について法人間で検討を行い、平成 26 年

夏までに結論を得て、順次実行に移すとされている。 

本法人では、改革方針を受けて、上記４法人間において、間接業務（予定価

格作成に係る積算業務等）の共同実施を行っているほか、一部の消耗品につい

て共同調達を実施している（資料１参照）が、現状においては、取組が開始さ

れて間がなく、その効果は限定的であると考えられる。 

したがって、今後、改革方針に沿って一層効率的な業務運営を図るため、次

期中期目標においては、共通的な役務（建物の維持管理、清掃等）なども含め

た共同調達の対象品目の拡大など、法人間における間接業務の共同実施や共同

調達の実施について、調達品目数など具体的な数値目標を設定し、取組を一層

推進する必要がある。 

 

第３ 財務内容の改善 

 一般管理費及び業務経費の削減実績の的確な把握 
本法人では、一般管理費、業務経費について、現中期目標において「中期目標

の期間中、毎事業年度につき、対前年度比一般管理費３％以上、業務経費１％以

上の業務の効率化を図る」として、削減のための取組を実施している。 

文部科学省では、本法人の現中期目標期間中における業務実績について評価を

行うとともに、毎年度の業務実績についても評価を行っているが、いずれにおい

ても、各年度の予算額をそれぞれ前年度の予算額と比較して、上記の削減目標を

達成したとしている。しかし、例えば、平成 25年度についてみると、対前年度

比で一般管理費が 7.8％、業務経費が 8.2％それぞれ削減されたとしているが、



一方、実績として 24年度からどの程度削減されたかということについて、各年

度の本法人が公開している決算に基づき比較してみると、一般管理費については、

24年度が約１億 8,200万円、25年度が約２億 4,000万円と約 31.5％増加してい

るなどの状況がみられる。 

したがって、一般管理費、業務経費の削減の取組について、以下の措置を講ず

る必要がある。 

① 一般管理費、業務経費の削減状況については、実績としての削減額を的確に

把握するとともに、増加している場合は要因等の分析を行い、その内訳等を公

表すること。 

② 引き続き、一般管理費、業務経費の一層の削減方策を検討するとともに、当

該方策を具体的に目標として明記し、着実に実施すること。 

 

  



Ⅲ．独立行政法人大学入試センター 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 文部科学省における新テスト開始までの工程等の明確化 

  独立行政法人大学入試センター（以下「本法人」という。）では、大学に入

学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定

することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験につい

て、問題作成、採点等の業務を実施している。 

一方、文部科学省においては、知識や技能のみならず、それらを活用した

思考力、判断力、表現力など、今後求められる能力の育成を行っていくため、

「高大接続改革実行プラン」（平成 27 年１月 16 日文部科学大臣決定）を踏ま

え、高等学校教育、大学教育及び大学入学者選抜についての改革を行うため、

同省に設置した「高大接続システム改革会議」（以下「改革会議」という。）に

おいて一体的な検討を行っており、このうち、大学入学者選抜に関しては、「高

等学校基礎学力テスト（仮称）」を平成 31 年度から、「大学入学希望者学力評

価テスト（仮称）」を 32 年度からそれぞれ実施することを目指し（以下、こ

れらのテストをあわせて「新テスト」という。）、具体的な内容や実施主体の在

り方等について検討が行われている。 

しかし、本法人は平成 27年度で現中期目標期間が終了し、28年度から新た

な中期目標期間となることから、それまでに新たな中期目標及び中期計画を策

定し、着実に業務を実施していく必要があるにもかかわらず、文部科学省にお

いて、高大接続システムの中での重要な位置付けとなる新テストの具体的内容

や、新テストの実施主体としての本法人の形態や体制等の具体的な検討は進ん

でいない状況である。 

また、そのような状況の中で、文部科学省による本法人の次期中期目標期間

に向けての「見直し内容」においても、改革会議における検討結果を踏まえ、

更に業務及び組織を見直すこととする旨が示されているのみであり、新テスト

における法人の役割、体制、新テスト実施までの工程等は明確にされていない。 

したがって、次期中期目標に向けた本法人の役割、体制、新テストの実施に

関し、以下の措置を講ずるとともに、次期中期目標において明記する必要があ

る。 

① 文部科学省において、新テストの実施主体としての本法人の役割、形態、

体制等の具体的な内容について、改革会議における「最終まとめ」の内容

を踏まえ、可及的速やかに検討し明確化すること。 

② 上記で策定した本法人の役割、形態、体制を踏まえ、本法人において実施

することとなる新テストについて、開始までの間の具体的な工程（実施内

容、時期等）を明確化し、着実に実施すること。 

 

２ 国の政策・施策に即応した調査研究の実施 



   本法人は、大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学

習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施する

こととする試験に関する調査研究及び大学入学者選抜方法の改善に関する調

査研究を行っている。 

一方、改革会議においては、新テストについて、新たにＣＢＴ方式（コンピ

ュータを利用した受験）や複数回の試験実施等の導入等が検討されているとこ

ろである。 

しかし、本法人が今後実施する調査研究について、新テストにおいて導入す

ることが検討されている新たな方式について、いつまでに、どのような内容の

調査研究を行うこととし、得られた成果を新テストにどのように反映すること

とするのか等について具体的な方針、工程等は策定されていない状況となって

いる。 

したがって、本法人が実施する調査研究について、以下の措置を講ずるとと

もに、次期中期目標において明記する必要がある。 

① 文部科学省において、新テストにおいて新たに導入することとする手法や、

現行の大学入試センター試験におけるノウハウでは対応できないと考えら

れる課題等について、早急に体系的な整理を行い、それを踏まえ、本法人

に、次期中期目標期間においてどのような調査研究を実施させることとす

るかの方向性について明確化すること。 

② 上記で実施することとする調査研究の方向性について、必要な事項を決定

し、工程全体についての具体的なロードマップとして策定すること。 

また、調査研究の内容を、新テストにどのように反映させるかということ

についての可能な限り具体的な目標を設定し、経営層による適切なマネジメン

トのもと着実に実施すること。 

 

３ 大学情報提供業務の見直し 

本法人は、大学進学を希望する者に対し、進路選択に資するための大学に

関する情報の提供業務を実施している。 

しかし、本法人が実施している大学に関する情報提供については、本法人の

ホームページにおいて、各大学から入手した「入学者選抜要項（ＰＤＦ版）」

及び「各大学の（入試情報関連の）ホームページのリンク先」を掲載している

のみとなっており、インターネットが普及している現在、大学進学を希望する

者は、各大学のホームページにアクセスすることにより当該大学に関するより

詳細な情報を入手することができるほか、大手予備校のホームページでは、大

学入試に関するノウハウを生かした情報が入手できるものとなっている。 

また、本法人が大学に関する情報提供を行っているホームページへのアクセ

ス件数に関しては、現中期目標及び本法人が策定した現中期計画において、具

体的な数値目標は設定されていない状況となっている。 



したがって、本法人が実施する大学情報の提供業務について、新テストの実

施主体としての本法人の役割、形態、体制についての検討において、現在本法

人が実施している大学に関する情報提供業務について、その必要性について検

証し、インターネットが普及している現在において、本法人でなければ提供す

ることができない業務がない場合、当該業務について廃止する必要がある。 

なお、引き続き大学情報の提供業務を行う場合は、本法人としてどのような

情報提供を行うのかということについて明確化するとともに、情報提供の活用

実績等に関する指標を検討し、具体的な数値目標を設定し、次期中期目標に明

記した上で、着実に実施する必要がある。 

 

第２ 運営の効率化 

  大学入試センター試験に係る事務の効率化・合理化 

現在、本法人が実施している大学入試センター試験については、毎年度、受験

者が約 50万人と膨大な数に上っており、限られた体制において一定期間内に事

務処理を行う必要があることから、可能な限り効率化する必要がある。 

しかし、現在実施している大学入試センター試験に関する事務の実施状況をみ

ると、ＯＭＲ（光学式マーク読取装置）で読み取った答案に関するデータを採点

用の電子計算機に移行する作業について、ＭＯディスクを用いて実施しており、

現状、大学入試センター試験１回あたり、ＭＯディスク 2,000枚を使用し、ＭＯ

ディスクに書込後、電子計算機に転送しデータ処理をしているなど、限られた体

制を考慮すれば一部の事務について非効率と認められる。 

したがって、膨大な大学入試センター試験に係る事務の効率化・合理化の観点

から、例えば、ＯＭＲ（光学式マーク読取装置）のデータ送信作業については、

直接ネットワークを経由してデータの転送を行うなど、事務の効率化・合理化の

ための方策を講ずる必要がある。 

 

第３ 財務内容の改善 

  保有資産（講師寄宿舎）の見直し 

本法人では、大学入試センター試験を作成している作題委員等の利用に供する

ために講師寄宿舎を保有している。 

宿泊施設については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成

22 年 12 月７日閣議決定。以下「基本方針」という。）において、民間宿泊施設

により機能を代替できるものは廃止するとされており、基本方針を踏まえ、本法

人においては、平成 23年度に本法人が設置した保有資産に関する検討委員会で

検証を行い、利用率や近隣の宿泊施設の充実状況を踏まえ、今後も引き続き不断

の検証を実施する必要があると整理している。 

一方、講師寄宿舎の利用状況等をみると、①講師寄宿舎の利用可能室数につい

ては、大学入試センター試験の作題委員約 500人に対して 16室しかなく、講師



寄宿舎を利用しない作題委員は、近隣ホテルを利用していることから、講師寄宿

舎が必ずしも必要性が高いとは認めがたく、また、②講師寄宿舎の利用されてい

る日数は少ない状況となっている（現中期目標期間においては、平日の日数の約

20～30％台）ほか、③本法人において、利用率向上のため、平成 24年 10月に利

用料金の値下げ（資料２参照）を行ったところ、利用者は増加した一方、維持管

理費が利用料収入を上回り（資料３参照）、赤字が増大している状況となってい

る。 

したがって、本法人が保有する講師寄宿舎について、以下の措置を講ずる必要

がある。 

① 現状の利用状況等を踏まえ、廃止も含めその必要性を厳格に検証すること。 

② 上記検証の途中においても、維持管理費等に係る費用に見合う収入が得られ

るよう利用料金の見直しなどの具体的な方針を早急に策定し、着実に実施する

こと。 

 

  



Ⅳ．独立行政法人国立青少年教育振興機構 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 国の政策目的に沿った効果的な教育事業への見直し 

独立行政法人国立青少年教育振興機構（以下「本法人」という。）は、①青  

少年に関する国の政策課題に対応した先導的・モデル的な体験活動の実施、②

青少年の国際交流の推進、③青少年教育指導者等の養成及び資質の向上、④青

少年の体験活動等の重要性についての普及・啓発を目的とした教育事業を行っ

ている。 

(1) 国の政策・施策に対応した教育事業体系の確立 

本法人が策定した「新・機構元気プラン」（平成 26 年６月策定）におい

て、①体験活動の「すそ野」を広げること（本法人の各施設がそれぞれの

地域の中核となって「体験の風をおこそう運動」の推進など）、②体験活動

を推進する人材を育てること及び③先進的に我が国の青少年教育をリード

することについて、次期中期目標期間も視野に入れて重点的に取り組むと

している。 

しかし、現中期目標及び本法人が策定した現中期計画において、例えば

教育事業のうち青少年教育に関するモデル的プログラムの開発については、

①青少年の意欲や社会性、規範意識など、豊かな人間性を育むための自然

体験活動、②環境教育やボランティア活動の推進に関する事業などが示さ

れているものの、具体的に、どのような内容、手法のプログラムを実施す

るのか、また、それぞれの成果をいつまでに得て、成果をどのように普及

し、活用されることを目指すのかということについては示されていない。 

また、文部科学省による本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し

内容」においては、公立青少年教育施設等におけるプログラムの活用実績

などアウトカムと関連させた目標を設定することとされており、今後、ど

のような指標を設定し、どの程度の達成水準を目指すのかということにつ

いて、文部科学省及び本法人において具体化する必要がある。 

(2) 教育事業に関する目標値の見直し 

   本法人が実施している教育事業については、現中期目標及び現中期計画

において、本法人が実施する教育事業の参加者に対して実施するアンケー

ト調査において、毎年度平均 90％以上のプラス評価を確保することを達成

すべき目標値として設定している。 

しかし、現中期目標及び現中期計画で設定されている「プラス評価」と

いう指標自体は教育事業の効果を把握する上で有効であると考えられるも

のの、毎年度平均 90％以上という目標値については、①前中期目標期間に

おいて、毎年度平均 98％以上のプラス評価を得ているにもかかわらず、現

中期目標において「毎年度平均 90％以上のプラス評価」と設定されている

こと、②現中期目標期間においても、毎年度平均 98％以上のプラス評価を



得ていることから、当該目標値の妥当性について検証等を行う必要がある。 

 

したがって、本法人が実施する教育事業について、文部科学省及び本法人が

密に連携することにより、以下の措置を講ずるとともに、次期中期目標におい

て明記する必要がある。 

① 文部科学省において、我が国の青少年の健全育成等に関する政策・施策の

中で青少年教育のナショナルセンターとして本法人が実施すべき教育事業

の体系を示すこと。 

② 上記の体系に基づき、どのような背景や必要性のもとに、具体的にどのよ

うな内容の教育事業を行うかということについて明確化すること。 

③ 実施することとする教育事業に関する目標値の指標及び水準について、そ

れぞれの教育事業の目的に照らした成果をより的確に評価できるアウトカ

ム目標への整理・見直しを行うとともに、当該指標ごとに達成すべき具体

的な数値目標を設定し、着実に実施すること。 

 

２ 法人及び法人活動の周知のための戦略的な広報の推進 

本法人では、業務内容の周知や本法人が有する各施設の研修利用を促進す

るための広報活動を実施しており、現中期目標及び現中期計画においては、事

業等の目的・内容及び成果や各施設の情報などについて、①インターネットや

マスメディアの積極的な活用、②刊行物等の配布、③青少年教育に関するデー

タベースの構築などによる、効果的かつ戦略的な広報を行うこととしている。 

しかし、現中期目標及び現中期計画においては、上記のとおり実施すること

とする事項については示されているものの、それぞれの取組について、具体的

な数値目標や達成目標は設定されていない状況となっている。 

また、文部科学省による本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し内容」

においては、本法人の活動について広く国民に対して周知するため、「広報戦

略の見直しを行う」としているが、今後、本法人本部に期待される役割が法人

全体としての方針の策定や地方での取組の支援等を行うことであること、他方、

本法人が有する国立青少年交流の家及び国立青少年自然の家（以下「地方 27

施設」という。）に期待される役割がそれぞれの地域の特性を生かした具体的

な取組を行うことであることに鑑み、それぞれの立場において何を行うのかと

いうことについて具体化する必要がある。 

さらに、地方 27 施設について、現中期目標期間における利用状況（資料４

参照）をみると、①利用団体数（日帰り及び宿泊）は、平成 24 年度以降毎年

度減少していること、②宿泊利用者数についても、24 年度以降毎年度減少し

ており、特に、25 年度から 26 年度にかけては、地方 27 施設のうちの約 74％

に当たる 20 施設において宿泊利用者数が減少していることなどから、各施設

の研修利用を促進するという広報活動の目的を達成しているとは言い難い状



況となっている。 

したがって、本法人が行う、法人及び法人活動の周知に関する取組について、

以下の措置を講ずるとともに、次期中期目標において明記する必要がある。 

① 本法人本部において、本法人の存在及び活動内容について、関係機関（青

少年団体、ＮＰＯ、企業、学校、地方自治体等）により広く周知し、理解

を得ることができるよう、法人経営の観点から具体的な広報戦略、手法等

を検討し、それらの効果としての施設の利用者数の増加など具体的な数値

目標等を設定し、着実に実施すること。 

② 地方 27 施設において、それぞれの施設の特色や実施しているプログラム

内容やその魅力について、より広範囲に周知するなど、施設利用の促進の

ための具体的な取組内容を検討し、積極的に推進すること。 

また、地方 27 施設における取組の推進に当たり、本法人本部において、

利用者が増加している施設の広報、ＰＲ等の取組事例の収集、共有を図る

などの支援、助言等を積極的に実施すること。 

 

第２ 運営の効率化 

共同調達等の取組の一層の推進 

改革方針において、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、

国立女性教育会館、教員研修センターの４法人については、効果的・効率的な業

務運営のために間接業務等を共同で実施すべく、共同実施が可能な業務の選定、

費用対効果、具体的な方法等について法人間で検討を行い、平成 26年夏までに

結論を得て、順次実行に移すとされている。 

  本法人では、改革方針を受けて、上記４法人間において、間接業務（予定価

格作成に係る積算業務等）の共同実施を行っている（資料１参照）ほか、一部

の消耗品について共同調達を実施しているが、現状においては、取組が開始さ

れて間がなく、その効果は限定的であると考えられる。 

したがって、今後、改革方針に沿って一層効率的な業務運営を図るため、次期

中期目標においては、共通的な役務（建物の維持管理、清掃等）なども含めた共

同調達の対象品目の拡大など、法人間における間接業務の共同実施や共同調達の

実施について、調達品目数など具体的な数値目標を設定し、取組を一層推進する

必要がある。 

 

第３ 施設の運営管理 

  地域の拠点となる施設としての運営管理の推進 

本法人では、平成 23年９月から、地方 27施設のうち２施設（国立赤城青少年

交流の家（以下「赤城」という。）及び国立淡路青少年交流の家（以下「淡路」

という。））、25年１月から、５施設（国立大雪青少年交流の家、国立阿蘇青少年

交流の家、国立那須甲子青少年自然の家、国立妙高青少年自然の家及び国立若狭



湾青少年自然の家）において、それぞれの地域の青少年団体、ＮＰＯ、企業、学

校、地方公共団体、地域住民など多様な主体が協働して当該施設の運営管理等を

行う「「新しい公共」型管理運営」を試行的に実施してきており、25年４月から、

赤城及び淡路、27 年４月から、それ以外の５施設において本格実施に移行した

ところである。 

また、「新・機構元気プラン」においては、今後は、本法人の施設だけでなく、

一層、家庭、学校、地域社会や公立青少年教育施設、青少年団体等と連携して体

験活動を推進する社会的機運を醸成し、様々な体験活動の機会や場を提供するこ

とにより、「第２期教育振興基本計画」（平成 25年６月 14日閣議決定）において

掲げられている「社会を生き抜く力」を養成すること等を重要課題としている。 

このような取組については、今後、本法人が青少年教育のナショナルセンター

として、全国において地域の拠点としての位置づけを確立していくために重要な

ものであること、また、地域における青少年教育に求められるニーズの的確かつ

迅速な把握など連携強化に資する有効な手法であると考えられる。 

したがって、地方 27施設の運営について、以下の措置を講ずるとともに、次

期中期目標に明記する必要がある。 

① 本法人本部において、これまで試行的に実施してきた「新しい公共」型管理

運営の成果及び課題を総括するとともに、その結果を踏まえ、今後、地方 27

施設それぞれが地域の青少年教育の拠点施設としての位置付けを確立してい

くための具体的な取組方策を策定すること。 

② 策定した取組方策について、具体的にどのような成果を得るかということに

ついて具体的に目標として設定し、法人全体として取組を着実に推進すること。 

その際、地方 27 施設において、それぞれが地域との連携を強化し、円滑に

施設運営を行うことができるよう、他の施設における取組の共有化を図るなど、

本法人本部が積極的に関与し、支援、助言等を実施すること。 

 

  



Ⅴ．独立行政法人国立女性教育会館 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 文部科学省における本法人の役割等の明確化 

独立行政法人国立女性教育会館（以下「本法人」という。）は、我が国の女

性教育の振興を図り、男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的とし

て、女性教育指導者に対する研修、女性教育に関する専門的な調査研究、女性

教育に関する情報収集・提供等の業務を実施している。 

現在、政府においては、内閣総理大臣を本部長とした「すべての女性が輝

く社会づくり本部」を設置し、「すべての女性が輝く社会」の実現を政府の最

重要政策の一つと位置付け、女性の活躍促進のための取組を強力に推進してい

るところであり、具体的には、「『日本再興戦略』改訂 2014」（平成 26 年６月

24 日閣議決定）において、女性の活躍推進に向けた施策として、①育児・家

事支援環境の拡充、②企業等における女性の登用を促進するための環境整備、

及び③働き方に中立的な税・社会保障等への見直しの３つの柱が示されるなど、

家庭、地域、企業、行政など多様な場で女性が活躍するための施策が推進され

るとともに、それらの場でダイバーシティ（組織において、女性も含めた多様

な人材を活用する仕組み）の考え方が浸透してきている状況にある。 

文部科学省においては、本法人について、「国立女性教育会館における政策

実施機能を強化するための関係府省と連携しての運営・組織体制の在り方につ

いて」（平成 26年 12月 26日文部科学省。以下「運営・組織体制方針」という。）

において、社会人女性をターゲットとしたこれまでの「女性教育」から男性、

民間企業、大学等へ対象を広げた「男女共同参画」を推進する取組の活性化、

関係府省との連携強化等を行うという方向性の大枠は示してはいるものの、上

述した政府における昨今の様々な場における女性が活躍できるようにするた

めの環境整備の中で本法人を今後具体的にどのように機能させていくのか、将

来に向けて担うべき役割・業務は何か、また、どのような機関とどのような連

携・協働を行うのか、その中で、具体的にいつまでに、どのようなことを、ど

のような主体に対して行い、どのような成果を生み出していくこととするのか

等について明確となっていない。 

したがって、本法人が将来に向けて男女共同参画に係る国の政策の実施機

関としての機能を果たしていくため、文部科学省は、第４次男女共同参画基本

計画等の内容を踏まえ、同省として、本法人に具体的に何を行わせるのかとい

うことについて政策的かつ体系的に明確化する必要がある。 

また、本法人においても、文部科学省と連携を密にして、新たに策定され

た体系に基づき、民間企業出身の理事長のリーダーシップの下、民間企業や大

学等とのネットワークを一層充実・強化させるなど、理事長のマネジメント機

能を十分に発揮させるため、以下の２から４までの措置を講ずる必要がある。 

 



２ 国の政策・施策に即応した調査研究の実施 

本法人は、女性教育や男女共同参画に関する調査研究を実施しており、現

中期目標期間においては、７テーマの調査研究を実施している。 

しかし、現中期目標及び本法人が策定した現中期計画においては、実施す

る調査研究の個々の内容について記述されておらず、また、業務実績を評価す

るための指標となるべき①なぜ、現中期目標期間においてその内容の調査研究

を行う必要性があるのか、②当該調査研究について、いつまでに、具体的にど

のような成果を達成するのか、③それらの成果が具体的にどのように活用され

ることを目指すのかというアウトカム目標について明確になっていない。 

したがって、本法人が行う調査研究について、以下の措置を講ずる必要が

ある。 

① 国の政策目的の達成のため、上記１で示された本法人の体系的に明確化さ

れた役割を踏まえ、次期中期目標において、どのような背景や必要性のも

とに何を調査研究するかということを明記するとともに、それぞれの調査

研究について、いつまでにどのような成果を出すかについて具体的なロー

ドマップを策定すること。 

② 実施することとする個々の調査研究について、どのような成果を出すかと

いうことについて具体的な目標を設定するとともに、得られた成果をどの

ようにして広く普及・活用されることとするか、活用された実績の指標な

ど具体的な目標を設定し、調査研究の結果や活用の状況について、外部の

有識者の評価を受けることとし、経営層による適切なマネジメントのもと

着実に実施すること。 

 

３ 国の政策目的に沿った効果的な研修への見直し 

本法人は、女性教育や男女共同参画に関する専門的な知識を普及するため

に研修事業を実施している。 

しかし、現中期目標及び現中期計画においては、具体的にどのような課題、

テーマについての研修を実施するかということについて示されておらず、その

対象者についても、「女性教育の推進に係る基幹的指導者」及び「男女共同参

画・女性教育・家庭教育に関する喫緊の課題を担当する指導者」などターゲッ

トが曖昧なものとなっている。また、平成 24 年度以降、一部の研修を企業の

女性活躍促進を担当する者向けに実施し、26 年度においては３回実施してい

るが、その参加者数は本法人が実施する研修全体の参加者数（658人）に比し

て 158人（24.0％）となっている。 

さらに、本法人においては、平成 27年度についても、より幅広い対象者に

対し研修を実施すべく、研修対象者や対象機関の追加・変更等の見直し等は行

わず、26年度と同様の研修を実施している。 

したがって、本法人が実施する研修について、以下の措置を講ずる必要が



ある。 

① 研修の実施状況を踏まえた課題や改善が必要な事項等を整理するととも

に、上記１の、体系的に明確化された本法人の役割を踏まえ、本法人が実

施しなければならない研修を整理した研修体系を早急に策定すること。 

② 策定した研修体系に基づき、次期中期目標において、どのような背景や必

要性のもとにどのような研修を行うかということについて明確化・重点化

するとともに、個々の研修について、どのように地域、企業、行政など多

様な場で役立てられるかということが成果として的確に評価できる指標へ

の整理・見直しを行うとともに、当該指標ごとに達成すべき具体的な数値

目標等を設定し、着実に実施する必要がある。 

 

４ 広報活動の充実・強化 

本法人では、女性教育に関する基本的かつ全国的な専門資料や情報の収

集・提供や、本法人自身の活動等（調査研究等）についての情報提供の業務を

実施している。 

しかし、現状においては、地方公共団体向けには研修プログラムの提供を行

うなど、積極的な働きかけがなされてきているものの、民間企業や大学等へは

研修プログラムの提供実績は地方公共団体向けに比して少ないなど、民間企業

や大学等への働きかけが必ずしも十分に行われているとは言い難いなどの状

況がみられる。 

したがって、次期中期目標においては、より多様な主体へ積極的な広報活

動を充実・強化していく方向性を明確にし、目標策定指針を踏まえ、これらの

広報活動に関する具体的な数値目標等を設定し、研修参加者等の増をはじめと

した事業の一層の充実に向けた取組の充実・強化を図る必要がある。 

 
第２ 運営の効率化 
  共同調達等の一層の推進 

改革方針において、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、

国立女性教育会館及び教員研修センターの４法人については、効果的・効率的な

業務運営のために間接業務等を共同で実施すべく、共同実施が可能な業務の選定、

費用対効果、具体的な方法等について法人間で検討を行い、平成 26年夏までに

結論を得て、順次実行に移すとされている。 

本法人では、改革方針を受けて、上記４法人間において、間接業務（予定価格

作成に係る積算業務等）の共同実施を行っている（資料１参照）ほか、一部の消

耗品について共同調達を実施しているが、現状においては、取組が開始されて間

がなく、その効果は限定的であると考えられる。また、本法人においては、上記

４法人以外の機関との共同調達等を実施しておらず、本法人の地理的制約から、

今後も他機関との実施は困難であるとしている。 



したがって、今後、改革方針に沿って一層効率的な業務運営を図るため、次期

中期目標においては、共通的な役務なども含めた共同調達の対象品目の拡大、対

象機関の拡大など、法人間における間接業務の共同実施や共同調達の実施につい

て、調達品目数など具体的な数値目標を設定し、取組を一層推進する必要がある。 

 
第３ 財務内容の改善 

保有施設の有効活用 
本法人は、研修室、宿泊施設、体育施設（体育館、テニスコート）等を保有し

ている。これらの施設は、本法人が主催する研修事業において活用するとともに、

外部の者に対しても、女性教育、男女共同参画に関する研修等に貸し出すほか、

一般利用にも供している。また、これらの施設については、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）に基づ

く公共施設等運営権制度を活用し、平成 27年７月から、施設の管理運営及び長

期維持管理業務を民間事業者へ委託している。 

一方、これらの施設の稼働率は、例えば、講堂は 44.1％、体育館は 34.9％（い

ずれも平成 26年度）となっているなど大半が 50％以下と低調であり、宿泊施設

については、現中期計画における目標値（宿泊施設の稼働率を平成 27年度まで

に 55％以上とする）に対して 37.8％（26年度）となっており、目標達成が困難

な状況もみられる（資料５参照）。 

改革方針においては、本法人の宿泊施設について「その必要性を不断に見直す

とともに、更なる利用促進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図る」とされて

おり、また、「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視点について」

（平成 26年９月２日 総務省行政管理局）においては、稼働率が 50％未満の宿

泊施設については、保有資産の不要認定の可否を検討することが望まれるとされ

ていること及び自己収入の拡大を図る観点からも、宿泊施設にとどまらず、本法

人が保有するこれらの施設について、委託先である民間事業者と連携の上、一層

の有効活用を図ることが重要である。 

したがって、本法人が保有している施設については、その有効活用の観点から、

以下の措置を講ずる必要がある。 

① 委託先である民間事業者との役割分担を明確にするとともに、多目的の用途

に広く利用されるために、地域や学校等による利用を促進するなどの具体的な

方針を策定すること。 

② 策定した方針に基づき、各施設の稼働率等、利用に関する具体的な目標値を

設定し、それらを次期中期目標に明記した上で、民間事業者と連携・協力を図

りつつ、経営層による適切なマネジメントのもと、目標達成に向けた取組を推

進すること。 

 

  



Ⅵ．独立行政法人国立科学博物館 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 戦略的な展示事業の実施 

独立行政法人国立科学博物館（以下「本法人」という。）は、保有する資料・

標本等を公衆の観覧に供するため、常設展示のほか、特定のテーマを一定期間

で展示する特別展及び企画展を開催しており、現中期目標期間中における入場

者数は、平成 26 年度までで約 800 万人（現中期目標期間における入場者数の

目標値は 650万人）となっている（資料６参照）。 

文部科学省では、本法人の現中期目標期間中における業務実績について、

「見込み評価」により評価を行っており、展示事業については、現中期目標期

間における入場者数が目標値を大きく上回っている（平成 26 年度までで既に

達成している）ことに加え、常設展の改修内容や改修期間中の工夫、鑑賞環境

の改善、アンケート調査の満足度などから「Ｓ」評定としている。 

前中期目標期間においても、入場者数は目標値を約 291 万人上回っている

ことを踏まえ、法人の更なる取組を促す観点から、これまでの入場者数の増加

につながる様々な取組の工夫の状況等も踏まえて目標値を設定する必要があ

る。 

また、文部科学省では、展示事業について、次期中期目標期間に向けての

本法人の「見直し内容」において「魅力ある展示を実施する」としており、次

期中期目標期間に向けて、どのような方法、内容で実施するか具体化する必要

がある。 

したがって、展示事業について、国の政策・施策等の達成のために具体的

にどのような成果をあげなければならないのかについて明確化し、以下の措置

を講ずるとともに、次期中期目標において明記する必要がある。 

① 展示の種類ごとの目的等を踏まえバランスを考慮した中期的な開催方針

を策定し、当該方針等に応じた戦略的な入場者数の数値目標を設定するこ

と。 

② 上記入場者数の目標を達成するため、ⅰ）所蔵する資料・標本の一層積極

的な展示（巡回展示、外部貸出等）、ⅱ）常設展示の充実、ⅲ）展示の意味

や貴重さの周知のための方策（ＩＣＴ等を活用した展示情報システムの構

築等）、ⅳ）観覧環境の改善、ⅴ）開館時間の弾力化、ⅵ）展示関連商品開

発の販売実績の向上のための方策、ⅶ）外国人観光客へのＰＲ方策などに

ついて戦略的に検討し、着実に実施すること。 

 

２ 文部科学省の政策目的に沿った調査研究の実施・普及 

本法人は、自然史、自然科学等に関して、標本・資料に基づく実証的・継続

的な調査研究及び分野横断的なテーマを設定した調査研究を実施している。 

文部科学省では、本法人の現中期目標期間中における業務実績について、



「見込み評価」により評価を行っており、実施している調査研究について、自

然史、科学技術史の分野で貢献し、それぞれ年間論文数や学会発表数、シンポ

ジウム数、常設展や企画展の開催などにおいて成果を上げたとして、「Ａ」評

定としている。 

しかし、現中期目標及び本法人が策定した現中期計画においては、実施する

調査研究の内容については記述されているものの、業務実績を評価するための

指標となるべき①なぜ、現中期目標期間においてその内容の調査研究を行う必

要性があるのか、②当該調査研究について、いつまでに、具体的にどのような

成果を達成するのか、③それらの成果が具体的にどのように活用されることを

目指すのかということについて明確になっていない。 

したがって、調査研究について、国の政策・施策の達成のため、以下の措

置を講ずるともに、次期中期目標において明記する必要がある。 

① 本法人が行う調査研究について、どのような背景や必要性のもとに何を調

査研究するかということを明確化すること。 

② 調査研究ごとに、当該調査研究の性格等に応じて、いつまでにどのような

成果を出すか、また、得られた成果をどのようにして広く普及・活用され

ることとするか、具体的な目標等を設定し、適切なマネジメントのもと着

実に実施すること。 

 

３ 標本・資料の収集、保管方法等の見直し 

本法人は、国立科学博物館法第 12条第３号に基づき、自然史、自然科学等

に関する標本・資料について、ナショナルコレクションの構築を目指して収集

を行っており、現中期目標においては、「科学博物館全体として５年間で 30

万点の増を目指す」としている。 

(1) 長期的な標本・資料の収集・保管方針の策定等 

文部科学省では、本法人の現中期目標期間中における業務実績について、

「見込み評価」により評価を行っており、平成 23年度から 26年度までの４

年間で登録標本数が 268,934点増加しており（資料７参照）、現中期目標に掲

げた目標値を上回ることが確実であること、情報発信も目標を上回る実施状

況であること、筑波への標本移転により収集・保管体制が一層整備されたこ

と等をもって「Ａ」評定としている。 

しかし、登録標本数の増加点数については、平成 23年度から 26年度まで

の４年間における増加点数から目標値を上回ることは見込まれるものの、筑

波に移転した保管場所については、自然史標本棟の海生哺乳動物骨格標本庫

や大型液浸標本庫などは、収納率がほぼ 100％に達しているほか、その他の

標本庫も概ね 80％程度の収納率となっており、貴重な標本・資料についての

外部からの保管依頼を断ることもあるなど、今後に向けた標本・資料の保管

に関する速やかな対応が求められる状況となっている。 



したがって、ナショナルコレクションの構築を行うナショナルセンターとし

て、貴重な標本・資料を将来にわたり良質な状態で保管し続けるため、以下

の措置を講ずる必要がある。 

① 中長期的な、登録標本数や収蔵スペースの確保を含めた収集・保管等の

具体的な方針を早急に確立すること。 

② 策定した方針に基づき、展示、貸出、スペースの確保等法人の事業全体

のマネジメントの中で、次期中期目標において、具体的な登録点数増加等

の数値目標を設定し、着実に実施すること。 

 

(2) ＹＳ－11量産初号機の保管、展示の方針の策定等 

本法人では、我が国の航空機史上重要な財産として、ＹＳ－11量産初号

機を保有している。 

しかし、ＹＳ－11 量産初号機については、毎年度約 700万円～800万円

の維持管理経費（保管料等）を要している（資料８参照）一方で、保管場

所の制約により毎年度２回程度しか一般に公開されていない状況（資料９

参照）となっている。 

したがって、ＹＳ－11量産初号機の保管、展示について、貴重な財産と

して将来に向け長期的に保有し、適切に保存していく観点から、維持管理

経費等の視点も含め適切な保存・公開等の在り方について有識者等による

検討を行うとともに、次期中期目標期間において着実に実施する必要があ

る。 

 

第２ 運営の効率化 

共同調達等の取組の一層の推進 

改革方針において、国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構及び日本芸

術文化振興会の４法人については、法人間又は周辺の他機関等との共同調達等の

連携を行うこととされている。 

  本法人においては、現中期目標期間において、一部の消耗品及び役務につい

て他機関との間での共同調達を開始している（資料 10参照）。 

したがって、今後も、改革方針に沿って一層効率的な業務運営を図るため、次

期中期目標においては、周辺の他機関と共通して調達する消耗品や役務などの共

同調達等の対象品目など具体的な目標を設定し、取組を一層推進する必要がある。 

 

第３ 財務内容の改善 

  自己収入の一層の増加のための取組 

  本法人の現中期目標においては、「事業の拡充と協賛・寄付の拡充等を通じ、

自己収入の拡大を図る」とされているが、具体的にどのような取組を行うのか

等については明確に示されておらず、平成 26 年度では、本法人の収入額約 56



億円のうち、運営費交付金、補助金等が約 49億円（約 87.3％）となっている。 

文部科学省による本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し内容」におい

ては、①事業を一層充実させるため会員制度や寄付制度を充実すること、②事業

の拡充に努めるとともに自己収入の拡大を図ること等が示されており、今後、本

法人は、全国の自然科学系の博物館のナショナルセンターとして、保有する貴重

な標本・資料のコレクションを用いた調査研究を一層充実させるとともに、研究

成果の最大化、保有する標本・資料を最大限に生かした展示の一層の充実等が期

待され、そのために、運営費交付金、補助金等以外の多様な財源獲得のための積

極的な取組が求められる。 

したがって、上記のような本法人の機能の一層の強化に資する自己収入の一層

の確保のため、入場者数の増加に伴う自己収入の増加に依存するのみならず、会

員制度等の拡充などの戦略的な方策を具体的に検討し、次期中期目標においてそ

の具体的な目標等を設定し、法人経営の観点から着実に実施する必要がある。 

 

  



Ⅶ．国立研究開発法人物質・材料研究機構 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 研究開発の成果の明確化 

国立研究開発法人物質・材料研究機構（以下「本法人」という。）は、物質・

材料科学技術に関する基礎研究を実施しており、現中長期目標期間においては、

運営費交付金を活用して、低炭素社会を実現する耐熱・耐環境材料の開発など

50 の研究テーマを実施している。このうち、次世代ディスプレイのための酸

化膜半導体の材料開発など 30 の研究テーマについては、社会的ニーズの変化

に柔軟に対応していくため戦略性を持って行う「シーズ育成研究」と位置付け

られている。 

文部科学省では、本法人の現中長期目標期間中における業務実績について、

「見込み評価」により評価を行っており、「シーズ育成研究」については、高

度かつ先進的なハイリスク研究の推進により多くの顕著な成果が得られてい

ることなどをもって「Ａ」評定としている。 

これら 30 の研究テーマは、新規シーズの発掘・創出を目指すものであり、

必ずしも予定された成果が得られるとは限らないなど研究開発の不確実性・予

見不可能性が特に高いテーマであるとはいえ、どのような研究テーマを、どの

ような目的の下に実施し、いつまでに、どのような成果を得るのかについては、

できる限り明らかにしておく必要があると考えられる。しかし、現中長期目標、

現中長期計画及び年度計画のいずれにおいても、これらの事項は明らかにされ

ていないため、「見込み評価」においても、個々の研究テーマの成果の達成状

況等の評価は行われておらず、個々の研究テーマの成果の達成状況等を第三者

が把握することは困難な状況となっている。 

したがって、本法人に求められている新物質・新材料の創製に向けたブレ

ークスルーを目指す研究開発を一層推進するとともに、国民に対して説明責任

を果たすという観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 本法人が行う個々の研究テーマについて、その目指すべき成果について、

成果を公表している研究テーマの例を参考にするなどにより、政策と関連

付けた具体的かつ明確な目標を設定すること。 

また、個々の研究テーマについて、研究の目的や、いつまでに、どのよ

うな成果を得るのかについて具体的なロードマップを策定するとともに、

知的財産権の発生が十分に期待される等、公表になじまないものを除き原

則として公表すること。 

② 個々の研究テーマの研究段階、研究特性を踏まえ、必ずしも成果が上がっ

ていない研究テーマについては、その原因分析をきめ細かく行い、資源の

戦略的な配分を行うなど、理事長の研究マネジメント機能を十分に発揮さ

せること。 

 



２ 研究開発の成果の普及 

本法人は、物質・材料科学技術に関する基礎研究に係る成果の普及を図っ

ており、具体的には、①学会やシンポジウム等における研究開発成果の発表、

②ＮＡＴＵＲＥ等の学術誌への論文掲載、③動画配信サイトで研究開発成果を

紹介した動画の公開等の取組を実施している。 

このうち、動画配信サイトで研究開発成果を紹介した動画の公開について

は、これまでの本法人の代表的な研究開発成果を国民に分かりやすく紹介・普

及するため、平成 25年１月から開始したものであるが、現在、92 本の動画を

公開し、総閲覧回数は約 210万回に達するなど、国内の主要な研究機関の中で

第２位の閲覧回数となっている（資料 11参照）。 

したがって、優れた研究開発成果を普及するための取組を一層強化する観

点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 研究開発成果を普及するための取組について、次期中長期目標において明

確に位置付けるとともに、本法人や研究開発成果の認知度等、研究開発成

果の普及による成果を測るための具体的かつ明確な目標を設定すること。 

② 研究者等の専門家のみならず、広く一般の国民に対して研究開発成果を効

果的に普及させることも重要であり、当該取組については、次期中期目標

期間においても、引き続き積極的に推進すること。 

 

３ 人材養成の取組に関するアウトカム目標の設定 

本法人は、物質・材料科学技術に関する研究者の養成、資質向上のための

取組を実施しており、特に、本法人の研究者の約３割が外国人であるなど、法

人内のグローバル環境を整備している強みを生かし、ナノテクノロジー・材料

分野におけるグローバル人材を養成する観点から、国内外から優れたポストド

クターを受け入れ、本法人や他の研究機関等の常勤職員へと送り出す取組を実

施している。 

しかし、これらの人材養成の取組に関する目標値については、現中長期目

標には設定されておらず、本法人が策定した現中長期計画において、「若手研

究者の受入者数として年間 350名程度」という、受け入れることのみを目標値

として設定しており、受け入れた若手研究者の養成、資質向上がどの程度図れ

たのかについて、的確に把握できるものとはなっていない。 

したがって、次期中長期目標においては、若手研究者のキャリア開発の一

層の推進、グローバル人材の養成等の観点から、これらの人材養成の取組の成

果等を的確に評価できるようにするため、研究機関や民間企業等への正規就業

者数など、アウトカムと関連した目標を設定し、より一層人材養成の取組を推

進する必要がある。 

 

第２ 財務内容の改善 



１ 特許による技術移転の更なる促進 

研究開発の成果として保有している特許について、特許の出願、維持等に

要する費用（以下「維持管理費用」という。）と企業等への実施許諾による収

入（以下「実施許諾収入」という。）を比べると、維持管理費用が実施許諾収

入を上回る研究機関が多い中、本法人においては、実施許諾収入が維持管理費

用を上回り、現中長期目標期間において毎年度黒字の状態が継続しており（資

料 12参照）、その取組は一定程度評価し得る。 

保有している特許の戦略的な取得・保持を通じて我が国全体の技術競争力

の向上等を図るとともに、更なる自己収入の拡大を図る観点から、産業界との

ハブ機能を強化し、本法人が保有する特許を産業界に対して実施許諾する取組

を、引き続き積極的に推進していく必要がある。 

 

２ 最先端の研究施設・設備の共用の推進 

本法人は、約１万 4,000点の研究施設・設備（以下「研究設備等」という。）

を保有しており、このうち、一般の機関では導入が難しい最先端の 199点の研

究設備等については、外部の研究者や研究機関に対し、有償での共用を行って

いる。 

また、現中長期計画においては、当該 199 点の研究設備等のうち、特に世

界最高水準の大型施設及び先端設備である「強磁場施設」、「大型放射光施設」

及び「超高圧電子顕微鏡施設」（以下、これらを合わせて「大型設備等」とい

う。）について、これらの共用実績の合計値を目標値（合計で年間平均 125 件

程度）として設定している。 

文部科学省では、本法人の現中長期目標期間における業務実績について、

「見込み評価」により評価を行っており、研究設備等の共用については、大型

設備等の共用実績が現中長期目標期間中に約５割増加するなど、計画を上回る

特に顕著な成果が見られることなどをもって「Ｓ」評定としている。 

しかし、上記 199 点の研究設備等の中には、①共用実績を把握していない

ため、実績の乏しい研究設備等についてその原因分析、分析結果を踏まえた有

効活用方策の検討等を行うことができないものが見られるほか、②大型設備等

の共用実績の合計値としては年々増加しているが、個々の大型設備等の共用実

績を見ると年々減少しているものもあり、中には現中長期目標期間の初年度

（平成 23 年度）に比して４分の１まで減少しているものもあるなどの状況が

みられる（資料 13参照）。 

したがって、本法人が保有する研究設備等について、産学官による横断的・

基盤的な科学技術の強力な推進を図るとともに、外部への共用による自己収入

の拡大を図る観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 一般の機関では導入が難しい最先端の研究設備等について、主な研究設備

等の共用実績を的確に把握し、実績の乏しい研究設備等については、その



原因分析を行うとともに、分析結果を踏まえた活用方策を検討・実施する

こと。 

② 主な研究設備等については、個々の研究設備等の共用実績を的確に評価す

るための定量的な目標を設定すること。 

 

第３ その他業務運営に関する事項 

１ 業務方法書に基づく内部規程の整備 

研究論文等のデータのねつ造、改ざん等の不正行為への対応については、

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26年８

月 26 日文部科学大臣決定）において、不正行為の疑惑が生じたときの調査手

続・方法等、調査結果の公表内容等に関する規程を整備し、公表することとさ

れているほか、「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」

について」（平成26年11月28日付け総管査第322号総務省行政管理局長通知）

においても、研究内容など専門的知見を要するリスク顕在時における広報体制

及びマニュアルを整備することとされている。 

上記を受けて、本法人では、業務方法書において、研究不正等リスク顕在

時における対応方針、広報方針・体制等に関する内部規程を定めることとして

いるが、現時点において、これらに関する内部規程は整備されていない。 

したがって、研究不正が発生した際の対応方針、広報方針・体制等に関す

る内部規程を早急に定め、公表する必要がある。 

 

２ 監査の計画的な実施 

本法人は、環境・エネルギー材料部門をはじめとする計 18 部門等に 91 ユ

ニット等の組織を設置（平成 27 年 10 月１日現在）しているが、これら 91 ユ

ニット等のうち 90 ユニット等は、いずれも本法人本部のある茨城県つくば市

に拠点を構えている一方、中核機能部門に属する高輝度放射光ステーションの

み、国立研究開発法人理化学研究所が設置している大型放射光施設「SPring-8」

（兵庫県佐用郡）内に拠点を構えている。 

一方、改革方針において、①監事監査の指針や会計監査の指針の見直し、

②独立行政法人の監事の機能強化等を行うこととされたことを受けて、「監事

監査指針」（平成 26年 12月 19日独立行政法人、特殊法人等監事連絡会）が策

定され、同指針において、監事は、内部監査部門及び業績評価部門と緊密な連

携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めることとされている。 

しかし、本法人では、毎年度策定する監査計画に基づき監査室を中心とし

て内部監査を実施しており、平成 26 年度は、研究連携室、総務部総務課、同

人事課、同施設課及び安全管理室の計５課室に対する内部監査を実施している

ものの、現中長期目標期間において、「SPring-8」内にある高輝度放射光ステ

ーションについては、内部監査及び監事監査ともに一度も実地監査を実施して



いない。 

したがって、内部監査の実施に当たっては、全ての部門等について、少な

くとも中長期目標期間内に一度は監査が実施されるよう中長期的な監査計画

を策定するとともに、監事との緊密な連携を図り、組織的かつ効率的な監査を

実施する必要がある。 

 

  



Ⅷ．国立研究開発法人防災科学技術研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 担うべき役割の明確化と具体的な目標の設定 

国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下「本法人」という。）は、防災

科学技術の水準の向上を図ることを目的とした基礎研究及び基盤的研究開発

等を総合的に行っており、現中長期目標期間においては、大別して①災害を観

測・予測する技術の研究開発、②被災時の被害を軽減する技術の研究開発及び

③災害リスク情報に基づく社会防災システム研究の３領域に関する研究開発

を実施している。 

しかし、防災に関係する研究を行う大学や他の独立行政法人、民間研究機

関が多く存在する中で、現中長期目標及び本法人が策定した現中長期計画にお

いては、「防災科研が中心となり大学などを含めた国を挙げての研究開発を推

進する」、「地方公共団体や民間企業など研究成果を活用することが想定される

機関と協力しつつ研究を進める」などの記述はみられるものの、本法人が、防

災に関する研究開発を総合的に実施する法人として、それらの機関の中で具体

的にどのような役割を担うのか（本法人しか担うことができない役割は何か）、

また、他の機関とどのように役割分担・連携するのかということについては示

されていない。 

加えて、個々の研究テーマについてはいずれも、いつまでにどのような成

果を得るのかが具体的な目標として示されておらず、さらに、現中長期目標及

び現中長期計画における、得られた成果の活用に関する記述では、専門誌への

誌上発表件数（５年間で 240編）、学会等での発表（５年間で 30件／人）等が

数値目標として示されているのみで、具体的にどのように活用されることを目

指すかということについては示されていない。 

したがって、本法人が実施する研究開発について、以下の措置を講ずると

ともに、次期中長期目標において明記する必要がある。 

① 防災に関する研究を行う数多くの研究機関の中にあって、本法人が行うべ

き役割、他の研究機関との役割分担や、研究成果の共有などの連携につい

ての方針を策定すること。 

② 実施することとする個々の研究テーマについて、どのような工程で進ちょ

くさせ、いつまでにどのような成果を得るのかについて具体的なロードマ

ップを策定・公表すること。 

また、個々の研究テーマについて、その目指すべき成果について、政策

と関連付けた具体的かつ明確な目標を設定すること。 

 

２ 地震、津波の観測・予測技術の一層の向上のための取組の実施 

本法人では、東日本大震災を端緒として、平成 23 年度以降、太平洋沖で発

生する地震とそれに伴う津波を早期に検知することが可能となるよう、北海道



沖から房総沖までの海底に観測用ケーブルを敷設する日本海溝海底地震津波

観測網（S-net）の整備を推進してきている。 

一方、改革方針において、「東日本大震災以降、国民的要請が高まっている

海溝型巨大地震に関する研究機能の強化の必要性から、現在、南海トラフ海域

において国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下「海洋機構」という。）が

整備を進めている地震・津波観測監視システム(DONET)について、その整備が

終了した際には、同システムを本法人に移管することにより、海底地震・津波

観測網の一元的管理運営を行う。」とされ、平成 28年度の移管が予定されてい

る。 

文部科学省による本法人の次期中長期目標期間に向けての「見直し内容」

において、「海底地震・津波観測網の一元的な管理運営を行う」としており、

これを踏まえ、今後は①改革方針において示された「海溝型巨大地震に関する

研究機能の強化」に関する具体的な取組内容や達成すべき成果に関する内容を

明確化し、また、②本法人においても、海洋機構から地震・津波観測監視シス

テムを受け入れることにより、これまでの地震・津波観測の実施状況と比較し

て、どのような点をどの程度強化又は向上させることを目指すのか、また、そ

れらをいつまでに行うのかということについて具体化する必要がある。 

したがって、海洋機構からの地震・津波観測監視システムの移管に当たり、

以下の措置を講ずるとともに、次期中長期目標において明記する必要がある。 

① 地震・津波観測監視システム移管後、それを用いた災害の観測・予測技術

の研究開発について、どのような内容について、どのような工程で進ちょ

くさせ、いつまでにどのような成果を得るのかについて具体的なロードマ

ップを策定・公表すること。 

② 地震・津波観測監視システム移管によって、観測することができる海域の

範囲が拡大することを生かし、これまでの上記研究開発の成果に比して観

測精度を向上させることや、シミュレーションの内容を一層精緻化するこ

となど、得ることを目指す成果について具体的な指標及び目標を設定し、

着実に実施すること。 

 

第２ 運営の効率化 

  先端的な実験施設の一層の共用促進 

本法人では、一般の機関では導入が難しい先端的な実験施設を保有し、自らが

実施する研究開発で使用しているほか、外部機関に対し、これらの施設利用につ

いてホームページなどで広報し、公募により、有償での共用を行っている。 

また、現中長期計画においては、これらの先端的な実験施設の共用に関し、実

大三次元震動破壊実験施設については５年間で 25件以上、大型耐震実験施設に

ついては５年間で 42件以上、大型降雨実験施設については５年間で 40件以上及

び雪氷防災実験施設については５年間で 110件以上と、それぞれ数値目標として



設定している。  

上記４施設についての平成23年度から26年度までの４年間における共用実績

は、実大三次元震動破壊実験施設が 18 件（数値目標の 72.0％）、大型耐震実験

施設が 31 件（数値目標の約 73.8％）、大型降雨実験施設が 29 件（数値目標の

72.5％）及び雪氷防災実験施設が 87件（数値目標の約 79.1％）となっている（資

料 14参照）が、これらの実績から現中長期目標期間終了時における実績を推計

した場合、中には、数値目標を達成することができないこととなる可能性がある

ものもみられる。 

したがって、本法人が保有している先端的な実験施設については、法人経営の

観点から、その共用実績を踏まえ、実績の乏しい先端的な実験施設については、

その原因分析を行うとともに、分析結果を踏まえ、大学や他の独立行政法人、民

間研究機関への積極的な働きかけなど、共用件数の一層の向上のための具体的な

取組方針を策定するとともに、次期中長期目標において、当該方針及びそれを踏

まえた具体的な数値目標を設定し、取組を着実に実施する必要がある。 

 

  



Ⅸ．国立研究開発法人放射線医学総合研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 研究開発の目標及び工程の明確化 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所（以下「本法人」という。）は、重

粒子線を用いたがん治療研究や生体における分子レベルの異常を画像化する

分子イメージング研究を中心とした「放射線の医学的利用のための研究」と、

放射線に関するリスクの低減化や緊急被ばくの際の医療に関する研究を中心

とした「放射線安全・緊急被ばく医療研究」を二つの柱として放射線医学に関

する研究開発を行っており、現中長期目標期間においては、15 のテーマにつ

いて研究開発を実施している。 

文部科学省では、本法人の次期中長期目標期間に向けての「見直し内容」

において、①研究開発に関し本法人が果たすべき役割を次期中長期目標に具体

的かつ明確に記載すること、②達成すべき内容や水準等を具体的に明記するこ

と等としており、今後、本法人が、国の量子科学分野における政策の中で具体

的に何を行うこととし、それに対応して個々の研究開発について、いつまでに、

どのような成果を出していくかということについて明確化する必要がある。 

また、本法人は、平成 28年４月に国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構（以下「原子力機構」という。）の業務の一部（量子ビーム・核融合部門）

が統合され、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「新法人」と

いう。）に改組されることが予定されており、上記の文部科学省による見直し

内容においては、統合することによる効果を最大限引き出すための組織運営に

ついては触れられているところ、今後は、研究開発の実施自体についてどのよ

うな方針でその成果の拡大を図っていくのかという方針等について明確化す

る必要がある。 

したがって、本法人が実施する研究開発について、以下の措置を講ずると

ともに、次期中長期目標に明記する必要がある。 

① 本法人が行う個々の研究テーマについて、いつまでに、どのような成果を

得るのかについて具体的なロードマップを策定・公表すること。 

② 実施することとする個々の研究テーマについて、原子力機構の業務の一部

と統合することによりこれまでの研究開発の成果に比して向上させること

を目指す内容も含め、政策と関連付けた具体的な目標を設定し、着実に実

施すること。 

 

２ 重粒子線がん治療に関する研究開発の着実な実施 

本法人は、「放射線の医学的利用のための研究」の一環として、重粒子線が

ん治療に関する研究開発を実施している。これまで、本法人では、平成６年に

世界に先駆けて重粒子線を用いたがん治療を開始し、15 年には厚生労働省に

より先進医療として承認され、27 年３月末までに 9,021 人のがん患者の治療



を行っており、重粒子線がん治療装置については、本法人が特許を保有してい

る。 

文部科学省では、本法人の現中長期目標期間における業務実績について、

「見込み評価」により評価を行っており、重粒子線がん治療に関する研究開発

については、「重粒子線がん治療の標準プロトコールの確立に関して５つのプ

ロトコールを臨床試験から先進医療へ移行し、呼吸同期３次元高速スキャニン

グ技術の臨床応用、ＰＥＴ画像と重粒子線がん治療との融合も着実に進展し、

優れた成果が得られている。」として、目標を達成する見込みであると評価し

ている。 

一方、先進医療と位置付けられている重粒子線がん治療については、その

保険収載及び普及に向けて、既存の治療法（保険収載されている抗がん剤治療

やＸ線治療等）との効果の比較優位性の実証が喫緊の課題であると考えられる。 

したがって、重粒子線がん治療については、そのできる限り早期の普及を

目指し、また、それにより特許料収入の増大にも資するため、以下の措置を講

ずるとともに、次期中長期目標において明記する必要がある。 

① 既存の治療法との効果の比較優位性の実証など、実施すべき事項を体系的

に整理し、いつまでにどのように進捗させるのか等について明確化し、着

実に実施すること。 

② 原子力機構の業務の一部と統合することによりこれまでの研究開発の成

果に比して向上させることを目指し、装置の小型化に資する取組など、具

体的な目標を設定し、着実に実施すること。 

 

第２ 組織のマネジメント・内部統制体制の整備 

  原子力機構の業務の統合に伴う新たなマネジメント・内部統制体制の整備 

  上記第１の１のとおり、本法人は、平成 28年４月に原子力機構の業務の一部

が統合され、新法人に改組されることが予定されている。これら原子力機構か

ら統合される予定の研究開発業務は、青森県六ケ所村、茨城県那珂市、群馬県

高崎市及び京都府木津川市に所在する原子力機構の各拠点において行われてお

り、本法人への統合後は、それらがそのまま新法人の研究開発拠点となること

が予定されている。 

  このような中、文部科学省による本法人の次期中長期目標期間に向けての「見

直し内容」においては、業務統合後の新たな研究課題への取組を効果的かつ効

率的に実施することができるよう、これを支える本部のマネジメント強化や内

部統制の向上を図ることとしており、今後、その具体的な方針や取組内容につ

いて明確化する必要がある。 

  したがって、次期中長期目標期間開始当初から、全国各地にそれぞれ相当規

模の研究開発拠点を有するというこれまでと異なる体制で実施していく必要が

あることを踏まえ、研究開発業務に関する本法人としての方針の伝達や責任体



制の明確化など、新法人の新たな体制のもとでのマネジメント及び内部統制の

実施体制について早急に整備するとともに、次期中長期目標においてそれらの

随時の見直しを明記し、不断の見直しを行う必要がある。 

 

第３ 組織の見直し 

  原子力機構の業務の統合に伴う研究実施体制の見直し 

  上記第２のとおり、本法人は、平成 28年４月に原子力機構の業務の一部が統

合され、新法人に改組されることが予定されているが、これにより、新法人の

研究開発拠点は、本部を含め、全国５か所に所在することとなる。 

  このような中、文部科学省による本法人の次期中長期目標期間に向けての「見

直し内容」においては、①統合される組織の人的・技術的リソースについて活

発な相互利用を促すこと、②異分野の研究者の総合力を結集できる柔軟な組織

運営を掲げており、次期中長期目標期間開始当初から原子力機構の業務が統合

された新法人で円滑かつ効果的に業務を実施していくために、具体的にどのよ

うな研究実施体制を整備するのかということについて明確化する必要がある。 

  したがって、次期中長期目標期間に向けた研究実施体制について、文部科学

省及び本法人の連携のもと早急に整備するとともに、次期中長期目標において、

研究開発の効果的かつ効率的な実施のための随時の組織体制の見直しを明記し、

不断の見直しを行う必要がある。 

 

  



Ⅹ．独立行政法人国立美術館 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 戦略的な展示事業の実施 

独立行政法人国立美術館（以下「本法人」という。）は、所蔵作品・美術品

等を公衆の観覧に供するため、所蔵作品展のほか、企画展等を開催している。 

現中期目標期間における展示事業に関する目標設定の状況をみると、現中

期目標には具体的な数値目標は設定されていない。中期計画又は年度計画では、

企画展の開催回数、来館者数、展示替え回数（所蔵作品展）等が掲げられてい

るが、例えば、来館者数の実績については、本法人の５美術館の合計で、現中

期目標期間の平均実績（約 332 万 9 千人）は前中期目標期間の平均実績（約

425 万人）と比して約 78％にとどまっている状況（資料 15 参照）もあること

を踏まえ、今後の展示事業の充実・強化のために、次期中期目標の策定に当た

り、どのようなことを目指すのか明確にすることが求められる。 

したがって、展覧事業について、国の美術振興政策・施策の達成のために

どのような成果をあげなければならないのかを明確化し、以下の措置を講ずる

とともに、次期中期目標において明記する必要がある。 

① 展示の目的を踏まえバランスを考慮した中期的な開催方針を策定し、その

上で、展覧会の開催回数、来館者数等適切な指標を設定し、施設ごとに、

実施する展示内容等に応じた目標を設定すること。 

② 上記の目標を達成するため、ⅰ）所蔵作品の活用、ⅱ）展示の意味や展示

物の貴重さの周知、ⅲ）展示の説明資料（冊子・リーフレット）における

記述の工夫、ⅳ）開館時間の延長、ⅴ）ミュージアムショップの商品開発

の工夫、ⅵ）外国人観光客を呼び込むためのＰＲ方策・環境整備などにつ

いて戦略的に検討し、可能なものから実施すること。 

 

２ 文部科学省の政策目的に沿った調査研究の実施・普及 

本法人は、所蔵作品の収集、保管、展示等に関連する調査研究を実施してい

る。 

本法人の活動は調査研究の成果に基づき実施されるものであるが、現中期目

標及び本法人が策定した現中期計画においては、実施する調査研究の内容につ

いては記述されているものの、業務実績を評価するための指標となるべき①な

ぜ、現中期目標期間においてその内容の調査研究を行う必要性があるのか、②

当該調査研究について、どのような成果を達成するのか、③それらの成果が具

体的にどのように活用されることを目指すのかということについて明確にな

っていない。 

したがって、調査研究について、以下の措置を講ずるとともに、次期中期目

標において明記する必要がある。 

① 本法人が行う調査研究について、次期中期目標において、どのような背景



や必要性のもとに何を調査研究するか、また、どのような成果を出すかに

ついて明確化すること。 

② 得られた成果をどのようにして普及・活用するかなど、具体的な成果指標

を設定し、適切なマネジメントのもと着実に実施すること。 

 

３ 美術品等の収集・保管方法等の見直し 

本法人においては、美術館の中核的拠点として我が国の近・現代美術及び

海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショナルコレクションの形成・継

承を行う機関として、各美術館の収集方針に沿って、毎年度、寄贈・寄託品の

受入れも含めた美術品の収集を行っており、平成 27 年３月現在、収蔵品数は

計約 12万 5,800点となっている。 

しかし、本法人における現状の美術品等の保管状況をみると、所蔵作品が

年々増加する中、各美術館の収蔵庫の収納率は、東京国立近代美術館本館が約

125％、同工芸館が約 180％、京都国立近代美術館が約 200％とその収容能力は

限界を超えており（資料 16参照）、次期中期目標期間に向け、ナショナルコレ

クションの構築に支障をきたすことのないよう、収蔵庫の老朽化・狭隘への抜

本的対策が必要である。 

したがって、ナショナルコレクションの構築を行うナショナルセンターと

して、貴重な美術品等を将来にわたり良質な状態で保管し続けるため、以下の

措置を講ずる必要がある。 

① 中長期的な、施設ごとの具体的な方針について早急に確立すること。 

② 策定した方針に基づき、展示、貸出、スペースの確保等、法人の事業全体

のマネジメントの中で、次期中期目標において具体的な収容能力の改善等

に関する目標を設定し、計画を策定して、可能なものから実施すること。 

 

第２ 運営の効率化 

  共同調達等の取組の一層の推進 

改革方針において、国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構及び日本芸

術文化振興会の４法人については、法人間又は周辺の他機関等との共同調達等の

連携を行うこととされている。 

  本法人においては、現中期目標期間において、一部の消耗品及び役務につい

て他機関との間での共同調達を開始している（資料 17参照）。 

したがって、今後も、改革方針に沿って一層効率的な業務運営を図るため、次

期中期目標においては、周辺の他機関と共通して調達する消耗品や役務などの共

同調達等の対象品目など具体的な目標を設定し、取組を一層推進する必要がある。 

 

第３ 財務内容の改善 

  自己収入の一層の増加のための取組 



本法人の現中期目標においては、「積極的に外部資金の獲得を図るとともに、

施設使用料等、自己収入の増加に努めること」とされているが、具体的にどのよ

うな取組を行うのか等については明確に示されておらず、平成 26年度では、本

法人の収入額約 134億円のうち、運営費交付金、補助金等が約 115億円（約 86％）

となっている。 
文部科学省による本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し内容」におい

ては、①事業を一層充実させるため、会員制度や寄附制度を充実すること及び民

間による施設利用を促進すること、②積極的に外部資金の獲得を図るとともに、

施設使用料等、自己収入の拡大に努めること等が示されており、今後、本法人は

ナショナルセンターとして、美術振興活動を一層充実させるとともに、研究成果

の最大化、保有する美術品等を最大限に活かした展示の一層の充実が期待され、

そのために、運営費交付金、補助金等以外の多様な財源獲得のための積極的な取

組が求められる。 
したがって、上記のような本法人の機能の一層の強化に資する自己収入の一層

の確保のため、来館者数の増加による自己収入拡大に依存するのみならず、会員

制度等の拡充、民間企業による施設利用の拡大などの戦略的な方策を具体的に検

討し、次期中期目標においてその数値目標を設定し、法人経営の観点から、着実

に実施する必要がある。 
 

  



Ⅺ．独立行政法人国立文化財機構 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 戦略的な展覧事業の実施 

独立行政法人国立文化財機構（以下「本法人」という。）は、所有又は受寄

している文化財を年間を通じて展示替を行いながら平常展で展示するととも

に、一定のテーマの下、他の所有者から借用した文化財を含め、一定期間展示

する特別展を開催している。 

現中期目標期間における展示事業に関する目標設定の状況をみると、現中

期目標には具体的な数値目標は設定されていない。中期計画又は年度計画では、

展示に関する外国語パネル等の設置率、特別展の開催回数、平常展・特別展の

来館者数、陳列替の件数等が掲げられているが、例えば、展覧会の来館者数に

ついては、現中期目標期間内においては、各年度により増減がある状況もある

ことを踏まえ（資料 18参照）、今後の展示事業の充実・強化のために、次期中

期目標の策定に当たり、どのようなことを目指すのか明確にすることが求めら

れる。 
したがって、展覧事業について、国の文化振興政策・施策の達成のために

具体的にどのような成果をあげなければならないのかを明確化し、以下の措置

を講ずるとともに、次期中期目標において明記する必要がある。 

① 国民が文化財を理解し、親しむ機会の充実を図るため、文化財の特性や保

存に配慮しつつ、文化財の魅力が国民に伝わるよう、展示の目的を踏まえ

バランスを考慮した中期的な開催方針を策定し、その上で、平常展の陳列

替件数、来館者数等適切な指標を設定し、施設ごとに、実施する展示内容

に応じた戦略的な数値目標を設定すること。 

② 上記の目標を達成するため、ⅰ）所蔵文化財の活用、ⅱ）展示の意味や展

示物の貴重さの周知、ⅲ）外国人観光客を呼び込むためのＰＲ方策、ⅳ）

開館時間の延長、ⅴ）ミュージアムショップの活性化などについて戦略的

に検討し、着実に実施すること。 

 

２ 文部科学省の政策目的に沿った調査研究の実施・普及 

本法人は、国内外の機関との共同研究や研究交流を含め、文化財に関する

基礎的・体系的な調査研究を実施している。 

しかし、現中期目標及び本法人が策定した現中期計画においては、実施す

る調査研究の内容については記述されているものの、業務実績を評価するため

の指標となるべき①なぜ、現中期目標期間においてその内容の調査研究を行う

必要性があるのか、②当該調査研究について、いつまでに、具体的にどのよう

な成果を達成するのか、③それらの成果が具体的にどのように活用されること

を目指すのかということについて明確になっていない。 

したがって、調査研究について、国の文化財保護政策・施策の達成のため



に具体的にどのような成果をあげなければならないのかについて明確化し、以

下の措置を講ずるとともに、次期中期目標において明記する必要がある。 

① 本法人が行う調査研究について、次期中期目標において、どのような背景

や必要性のもとに何を調査研究するか、また、いつまでにどのような成果

を出すかについて明確化し、具体的な計画を策定すること。 

② 調査研究ごとに、得られた成果をどのようにして広く普及・活用されるこ

ととするか、具体的な成果指標を設定し、適切なマネジメントのもと着実

に実施すること。 

 

３ 地方公共団体等の職員に対する研修の一層効果的な実施 

本法人は、文化財保護に関する中核的拠点として、地方公共団体等の職員

の資質の向上を図るため、文化財の保存修復に関する研修、埋蔵文化財の発掘

等に関する研修等を実施しており、平成 26 年度においては、約 200 名が参加

している。このほか、文化財の保存修理事業者等を対象とする研修会等を、関

係機関と連携協力して実施している。 

しかし、これらの研修等については、現中期目標及び現中期計画において、

どのような成果を目指すのかということについては示されておらず、また、こ

れらの研修が、我が国の文化財の保護等にどのように寄与しているのか、実際

に全国各地の文化財を取り扱う現場においてどのように活用されているかと

いうことについて把握することができる仕組みも設けていない。 

したがって、将来にわたって地方公共団体等の職員の資質の向上を図る観

点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 本法人が実施する研修について、長期的なビジョンで専門的知見・経験を

有する日本の文化財保護における中核的な人材を育成していく観点から、

今後、地方公共団体及び公私立の美術館・博物館とどのように連携し、ど

のような者を対象として、どのような内容の研修を実施していくこととす

るかについて、研修体系を策定すること。 

② 本法人が実施する研修が、我が国の文化財の保護等にどのように寄与して

いるのか、また、実際に全国各地の文化財を取り扱う現場においてどのよ

うに活用されているかということについて把握することができる仕組みを

設けること。 

③ 策定した研修体系に基づき、それらの研修によりどのような成果を得よう

とするかということについて、活用された実績の指標など次期中期目標に

おいて、アウトカム目標として明記すること。 

 

４ 収蔵品の収集・保管方法等の見直し 

本法人においては、文化財の保存と継承の中核的拠点として収蔵品の整備

と、次世代への継承を行う機関として、各博物館の収集方針に沿って毎年度、



寄贈・寄託品の受入れも含めた文化財の保管を実施しており、平成 26 年度末

現在において、収蔵品約 12 万 5,700 件、寄託品約１万 1,800 件、計約 13 万

7,600件を保管している。 

しかし、本法人における、現状の収蔵品の保管状況は、所蔵作品が年々増

加する中、各博物館とも収蔵庫の収納率が 100％を超え、収容能力は限界にあ

る状況であり（資料 19参照）、次期中期目標期間に向け、ナショナルコレクシ

ョンの構築に支障をきたすことのないよう、収蔵庫の老朽化・狭隘への抜本的

対策が必要な状況である。 

したがって、ナショナルコレクションの構築を行うナショナルセンターと

して、貴重な文化財を将来にわたり良質な状態で保管し続けるため、以下の措

置を講ずる必要がある。 

① 博物館ごと、分野ごとの中長期的な文化財保存のための具体的な方針につ

いて、早急に確立すること。 

② 策定した方針に基づき、展示、貸出、スペースの確保等、法人の事業全体

のマネジメントの中で、次期中期目標において、具体的な収容能力の改善

に関する目標を設定し、計画を策定して着実に実施すること。 

 

第２ 運営の効率化 

  共同調達等の取組の一層の推進 

改革方針において、国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構及び日本芸

術文化振興会の４法人については、法人間又は周辺の他機関等との共同調達等の

連携を行うこととされている。 

  本法人においては、現中期目標期間において、一部の消耗品及び役務につい

て他機関との間での共同調達を開始している（資料 20参照）。 

したがって、今後も、改革方針に沿って一層効率的な業務運営を図るため、次

期中期目標においては、周辺の他機関と共通して調達する消耗品や役務などの共

同調達等の対象品目など具体的な目標を設定し、取組を一層推進する必要がある。 

 

第３ 財務内容の改善 

  自己収入の一層の増加のための取組 

本法人の現中期目標においては、「積極的に外部資金の獲得を図るとともに、

施設使用料等、自己収入の増加に努めること」とされているが、具体的にどのよ

うな取組を行うのか等については明確に示されておらず、平成 26年度では、本

法人の収入額約 146億円のうち、運営費交付金、補助金等が約 116億円（約 79％）

となっている。 

文部科学省による本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し内容」におい

ては、①事業を一層充実させるため、会員制度や寄附制度を充実すること、及び

民間による施設利用を促進すること、②積極的に外部資金の獲得を図るとともに、



施設使用料等、自己収入の拡大に努めること等が示されており、今後、本法人は

ナショナルセンターとして、文化財保護活動を一層充実させるとともに、研究成

果の最大化、保有する収蔵品等を最大限に活かした展示の一層の充実が期待され、

そのために、運営費交付金、補助金等以外の多様な財源獲得のための積極的な取

組が求められる。 

したがって、上記のような本法人の機能の一層の強化に資する自己収入の一層

の増加のため、来館者数の増加による自己収入拡大に依存するのみならず、会員

制度等の拡充、民間企業による施設利用の拡大などの具体的な方策を検討し、次

期中期目標においてその数値目標を設定し、法人経営の観点から、着実に実施す

る必要がある。 

 

  



Ⅻ．独立行政法人教員研修センター 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 国の政策目的に沿った効果的な研修への見直し 

独立行政法人教員研修センター（以下「本法人」という。）は、学校教育関

係職員に対し、その資質の向上を図ることを目的とした研修等を実施しており、

平成 27年度においては、①学校教育において中心的な役割を担う校長、教頭、

中堅教員等に対する学校経営研修（２研修）、②学校現場が抱える喫緊の重要

課題に関する指導者等の養成研修（14 研修）のほか、③地方公共団体から委

託を受けて実施する研修（６研修）を、計約 8,300名を対象に実施することと

している。 

一方、文部科学省では、今後の学校教育について、初等中等教育からのグ

ローバル化教育、アクティブ・ラーニング（主体的・協働的な学び）などの方

向性を打ち出しており、本法人においては、今後、このような同省の学校教育

に関する政策・施策の方向性に即応して、教員の資質向上のための研修事業を

実施していくことが求められる。 

(1) 国の施策・政策に即応した研修体系等の確立 

文部科学省では、上記の方向性を踏まえ、本法人の次期中期目標期間に

向けての「見直し内容」において、研修事業について、①研修事業の再構

築を図ることとし、そのための具体的な工程を策定、②アクティブ・ラー

ニングに係る研修プログラムモデルを構築し、普及を図ることなどを掲げ

ており、今後、研修等をどのように国の政策・施策の方向性に沿った体系

とするのか、また、アクティブ・ラーニングに係る研修プログラムモデル

について、いつまでに構築し、どのように活用されることを目指すのかと

いうことについての方針等を策定する必要がある。 

 

(2) 研修に関する目標値の見直し 

   本法人が現在実施している研修に関しては、現中期目標において、①本

法人が設定する研修受講者数に対する実際の受講者の参加率について毎事

業年度平均 85％以上、②研修受講者に対して実施するアンケート調査にお

いて、平均 85％以上の有意義であったとのプラス評価の確保、③都道府県

教育委員会等に対して実施するアンケート調査において、事業年度平均

80％以上の効果的に活用できているとのプラス評価の確保などの目標値が

設定されている。 

しかし、これらの目標値については、以下のとおり、実施している研修

をより教員の資質向上の効果等の検証及びその結果を踏まえた見直しに資

するものとなっているとは言い難い状況となっている。 

① 目標値について 

本法人の第２期中期目標策定時（平成 16年）以降、数値の変更がなさ



れた実績はなく、現時点において求められる研修成果として妥当な水準

となっているかということについて検討する必要がある。 

また、それぞれの目標値の設定方法についても、ⅰ）参加率について

は、第１期中期目標期間の実績（概ね 80％以上）と、第２期の定員の見

直し等を踏まえ「85％以上」としたとしているが、５％上乗せしたまま

現在に至っている、ⅱ）有意義であったとの評価については、指標自体

は研修の効果を把握する上で有効であると考えられるものの、その目標

値については、第１期中期目標策定時（平成 13年）に、以前実施してい

た研修での実績を全ての研修の目標値として設定したまま現在に至って

いる、ⅲ）活用されているとの評価については、裏付けとなる実績が当

時存在しなかったため、有意義であったとの評価より若干低い目標値を

設定したまま現在に至っているなど、設定されている指標及び目標値は、

本法人自らが実施している研修に関する理念に基づき合理的に説明でき

るものとなっていない。 

② 研修の内容、方法等について 

実施している研修の内容、方法等の見直しや廃止については、現中期

計画においてその基準を示している。研修の内容、方法等の見直しの内

容は、ⅰ）参加率が 85％を下回った場合、ⅱ）有意義率が 85％を下回っ

た場合、ⅲ）成果活用率が 80％を下回った場合としている。また、廃止

等の内容は、ⅰ）都道府県教育委員会等に対して実施するアンケート調

査において成果活用率が 50％以下となった場合は、当該研修の廃止を含

め見直し等の措置を講じる、ⅱ）都道府県ごとの参加者数に著しい差が

ある場合は、その要因等を分析し、規模、その方法の適正化を図るなど、

所要の措置を講じる、などとなっている。 

しかし、廃止等の基準の上記ⅰ）に関しては、成果活用率が 50％以下

という数値の根拠が明確となっていないほか、同基準の上記ⅱ）に関し

ては、都道府県ごとの参加者数の差が著しい場合がどのような場合か（具

体的にどのような場合が見直しの対象となるのか）が明確になっていな

い。 

③ 現中期目標期間における研修実績について 

参加率、有意義であったとのプラス評価の割合は全ての研修でほぼ

100％となっているところ、これまで本法人において上記目標値が実態を

踏まえた妥当なものとなっているかということについて検証等は行われ

ていない。 

 

したがって、本法人が実施する研修について、文部科学省及び本法人が密

に連携することにより、以下の措置を講ずるとともに、次期中期目標において

明記する必要がある。 



① 研修の実施状況を踏まえた課題や改善が必要な事項等を整理するととも

に、国の政策・施策に即応して本法人が実施する教員の資質向上のための

研修に求められるニーズを的確に把握し、それらを踏まえ、早急に、社会

情勢の変化等を踏まえた集中と選択により、今後、本法人が実施しなけれ

ばならない研修、全研修のうちどの程度の研修にアクティブ・ラーニング

による研修要素を取り入れるのかなどを整理し、研修体系を策定すること。 

② 策定した研修体系に基づき、どのような背景や必要性のもとにどのような

研修を行うかということについて明確化し、次期中期目標においてこれら

の内容について具体的に明記すること。 

③ 実施することとする研修等に関する目標値の指標及び水準について、上記

(1)における研修方針、体系等の見直しと併せて、それぞれの研修等の目的

に照らした成果をより的確に評価できる指標への整理・見直しを行うとと

もに、当該指標ごとに達成すべき具体的な数値目標を設定し、着実に実施

すること。 

④ アクティブ・ラーニングに係る研修プログラムモデルの構築について、い

つまでに成果を出し、どのように活用するかについて、早急に、具体的な

工程を策定するとともに、当該プログラムモデルの活用実績の指標等を具

体的な目標値として設定し、着実に実施していくこと。 

 

２ 本法人の機能強化のための具体的方策の推進 

本法人では、現中期目標期間において、①地方教育行政の責任者に対する

研修機会の確保のため、教育長セミナーを新たに実施する、②教員研修に関し、

本法人と大学、都道府県等との相互連携強化のため、日本教職大学院協会等と

の連携協力協定を締結するなどの取組を実施している。 

今後、国の学校教育に関する政策・施策の方向性に対応した研修事業への再

構築の中で、いかに効果的な研修内容を構築していくか、また、それをどのよ

うに教育現場に反映させるようにしていくかということが重要であると考え

られる。 

したがって、教員研修におけるナショナルセンターとしての一層の機能強化

の観点から、①大学や都道府県等との連携、②都道府県等と大学との間の橋渡

し、③ＩＣＴを活用したダイレクトアプローチなど、教員養成に関わる機関と

の間で中核的な役割を果たすために何を行い、いつまでにどのような水準を達

成するか、また、それらの取組により、どのような成果を得るかというアウト

カムについて、次期中期目標において具体的な目標として設定し、着実に実施

していく必要がある。 

 

３ 教員研修に関する専門職員の育成 

本法人では、アクティブ・ラーニングなど今後求められる新たな指導方法



等について、教員の指導力向上のための研修プログラムモデルの構築を目指す

プロジェクトとして、平成 27 年４月、次世代型教育推進センターを設置し、

取組を開始している。 

現時点において、次世代型教育推進センターで業務に従事しているのは、

本法人の職員と各都道府県から研修員として派遣された者である。 

今後、教員研修におけるナショナルセンターとして教員研修に関わる機関

との間で中核的な役割を果たしていくためには、今後求められる教員研修に関

するモデル構築などノウハウを本法人において蓄積することが必要であり、そ

のための専門的知見を有する職員の育成が急務と考えられる。 

したがって、次期中期目標において、今後教員研修に求められる専門的知

見を有する職員の育成について、どのような方法で職員の知見を高めていくか

ということについて具体的な方法を明記するとともに、数値目標等を設定し、

法人全体のマネジメントの中で、着実に実施していく必要がある。 

 

なお、上記１～３の取組については、本法人に教員の資質能力の向上に関す

る調査・分析・研究開発や情報の整理・収集・提供等を担う全国的な拠点とし

ての役割を担わせるための文部科学省による業務見直し等の検討結果をも踏ま

え、行うものとする。 

 

第２ 運営の効率化 

１ 保有施設の有効活用 

本法人では、研修受講者の利用、職員の福利厚生等を目的として、体育施

設（グラウンド、体育館及びテニスコート）を保有している。 

これらの体育施設について、研修期間は研修生の利用に供しているとして

いるが、本法人において、研修受講者及び職員が実際にどの程度使用されてい

るかということについては把握していない。また、体育館については、外部貸

出を行うこととしてはいるものの、平成 25年度の貸出実績はなく、26年度の

貸出実績は１日のみとなっており、その利用率は著しく低調である。 

したがって、本法人が保有している体育施設については、「独立行政法人の

保有資産の不要認定に係る基本的視点について」（平成 26年９月２日 総務省

行政管理局）を踏まえ、及び自己収入を拡大する観点からも、以下の措置を講

ずる必要がある。 

① 施設の利用目的を検討した上で、体育施設として利用する場合は、研修受

講者への供用にとどまらず、地域のスポーツ施設又は多目的利用施設等と

して有効に活用されるよう、費用対効果も勘案し、各種団体への積極的な

働きかけなど具体的な方策を策定すること。 

② 体育施設の稼働率など利用に関する具体的な目標値等を設定し、それらを

次期中期目標に明記した上で、経営層による適切なマネジメントのもと、



目標達成に向けた取組を推進すること。 

 

２ 共同調達等の取組の一層の推進 

改革方針において、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機

構、国立女性教育会館及び教員研修センターの４法人については、効果的・効

率的な業務運営のために間接業務等を共同で実施すべく、共同実施が可能な業

務の選定、費用対効果、具体的な方法等について法人間で検討を行い、平成

26年夏までに結論を得て、順次実行に移すとされている。 

本法人では、改革方針を受けて、上記４法人間において、間接業務（予定

価格作成に係る積算業務等）の共同実施を行っているほか、一部の消耗品につ

いて共同調達を実施しているが（資料１参照）、現状においては、取組が開始

されて間がなく、その効果は限定的であると考えられる。 

したがって、今後、改革方針に沿って一層効率的な業務運営を図るため、

次期中期目標においては、共通的な役務（建物の維持管理、清掃等）なども含

めた共同調達の対象品目の拡大など、法人間における間接業務の共同実施や共

同調達の実施について、調達品目数など具体的な数値目標を設定し、取組を一

層推進する必要がある。 

 

第３ 財務内容の改善 

  一般管理費及び業務経費の削減実績の的確な把握等 

本法人では、一般管理費、業務経費について、現中期目標において「中期目標

の期間中、毎事業年度につき、対前年度比一般管理費３％以上、業務経費２％以

上の業務の効率化を図る」として、削減のための取組を実施している。 

文部科学省では、本法人の現中期目標期間における業務実績について評価を行

うとともに、毎年度の業務実績についても評価を行っている。しかし、例えば、

平成 25年度についてみると、同年度の業務実績評価においては、同年度と前年

度の予算額を比較して、一般管理費が 10.8％、業務経費が 4.7％それぞれ削減さ

れたとしているが、一方、実績として 24年度からどの程度削減されたかという

ことについて、各年度の法人が公開している決算に基づき比較してみると、一般

管理費が 4.9％、業務経費が 13.1％それぞれ削減された計算となる。 

したがって、一般管理費、業務経費の削減の取組について、以下の措置を講ず

る必要がある。 

① 一般管理費、業務経費の削減状況については、実績としての削減額を的確に

把握するとともに、増加している場合は要因等の分析を行い、その内訳等を公

表すること。 

② 引き続き、一般管理費、業務経費の一層の削減方策を検討するとともに、当

該方策を具体的に目標として明記し、着実に実施すること。 

 



 

 

厚生労働省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 調査研究に関する具体的な目標の設定 

本法人は、事業場における災害の予防、労働者の健康の保持増進、職業性疾

病に関する事項などに関する調査研究を実施しており、現中期目標期間におい

ては、「プロジェクト研究」として 14課題、「基盤的研究」として 84課題及び

「行政要請研究」として 24課題について調査研究を行っている。 

厚生労働省では、本法人の現中期目標期間における業務実績について、「見

込み評価」により評価を行っており、労働現場のニーズ及び厚生労働省の政策

課題を踏まえた重点的な研究に関しては、「中期計画期間４年目までに、プロ

ジェクト研究延べ 49 課題を実施し、研究員・人員を重点的に投入している」

などとして「Ａ」評定としている。 

しかし、現中期目標においては、調査研究に関する目標として、実施する研

究課題数は設定されておらず、また、個々の研究課題について、いつまでにど

のような成果を得るのかということについても示されていないことから、客観

的に、調査研究について目標を達成したと判断することができないものとなっ

ている。 

また、厚生労働省では、本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し内容」

において、「中長期的視点から、他の機関との役割分担を行いつつ、未知の健

康障害の解明、新たな安全衛生機器等の開発など最先端研究やチャレンジング

な研究の実施に配慮する」としているが、他の機関と具体的にどのような役割

分担を行うのか、また、具体的にどのような調査研究を行い、中長期的にどの

ような成果を目指すのかということについては示されていない。 

したがって、本法人が行う調査研究について、以下の措置を講ずるとともに、

次期中期目標において明記する必要がある。 

① 本法人が行う調査研究が、他の機関が実施する労働安全衛生に関する研究

と、その目的や内容においてどのように異なるのか、また、それら他の機

関とどのように役割分担又は研究成果の共有を行うのかなどについて、厚

生労働省及び本法人が密に連携し、明確化すること。 

② 実施することとする個々の調査研究テーマについて、いつまでに、どのよ

うな成果を得るのかについて具体的なロードマップを策定・公表すること。 

また、個々の調査研究テーマについて、その目指すべき成果について具

体的かつ明確な目標を設定すること。 

 

２ 調査研究により得られた成果の普及 

  本法人では、実施している調査研究により得られた成果について、ホームペ

ージへの掲載や学会等での発表など、普及・活用のための取組を行っている。 

  現中期目標においては、このような調査研究により得られた成果を発信する



取組に関する目標値として、①労働安全衛生関係法令等への貢献について 50

件以上、②学会発表について研究員一人当たり 20 回、③論文発表について研

究員一人当たり 10 報、④ホームページへのアクセス件数 325 万回などが設定

されている。 

  しかし、それらの目標値の中には、例えば、論文発表件数については、①前

中期目標期間において、５年間で計 850 報の目標値に対して計 1,705 報

（200.6％）の実績であったが、現中期目標において、５年間で研究員一人当

たり 10報との目標値を設定しており、これは、平成 23年４月時点における研

究員数（83 名）を踏まえると、前中期目標期間における実績を踏まえたもの

とは言い難いこと、②現中期目標期間において、平成 23年度から 26年度まで

の４年間で、前述の目標値を大きく上回る、研究員一人当たり 16.9報（169.0％）

の実績となっていること、③現中期目標期間において、それら過去の実績を踏

まえた目標値の検証、見直し等が行われていないことなどから、必ずしも目標

値自体が妥当なものとは言い難いと考えられるものもみられる。 

また、厚生労働省では、本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し内容」

において、「開発した機器等については、特許の取得、ＪＩＳやＩＳＯへの標

準化の働きかけ等を通じて、広く普及されるよう努める」としているが、調査

研究により得られた成果の労働現場への普及について、どのような指標で、ど

の程度達成することを目指すのか等については示されていない。 

  したがって、本法人が実施する調査研究により得られた成果を労働現場にお

ける安全衛生の確保により確実に役立てていく観点から、自らが発信する調査

研究により得られた成果の活用状況等をより的確に把握することができるよ

う、普及・活用に関する目標について、作業安全に資する手法の作業現場への

導入実績、労働現場における安全対策のための製品の事業者への販売実績など

アウトカムと関連した指標を検討するとともに、これまでの実績等を踏まえ、

どの程度の達成を目指すかということについて具体的な目標値を設定し、次期

中期目標に明記し、着実に推進する必要がある。 

 

第２ 組織の見直し 

１ 独立行政法人労働者健康福祉機構との統合に伴うシナジー効果の発現等 

  本法人は、平成 28 年４月に独立行政法人労働者健康福祉機構（以下「労福

機構」という。）と統合され、独立行政法人労働者健康安全機構（以下「新法

人」という。）へ改組されることが予定されている。 

(1) 新法人において本法人が担う役割の明確化 

   厚生労働省では、本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し内容」

において、労福機構との統合に関し、「本法人が持つ労働災害防止に係る基

礎・応用研究機能と、労働者健康福祉機構の労災病院が持つ臨床研究機能

とが、統合による相乗効果を最大限発揮する」ことができるよう、①過労



死等関連疾患（過重労働）、②石綿関連疾患（アスベスト）、③精神障害（メ

ンタルヘルス）、④せき損等（職業性外傷）及び⑤産業中毒等（化学物質ば

く露）の５分野の研究課題に取り組むとしている。 

   しかし、上記の見直し内容においては、上記５分野について、労働災害

防止の観点から行う研究と、臨床研究とが結びつくことにより、これまで

本法人が実施してきている研究の成果と比較して、どのような点をどの程

度強化又は向上させることを目指すのか、また、それらをいつまでに行う

のかということについてのビジョンは示されていない。 

   したがって、本法人が、労福機構と統合され、次期中期目標期間の初年

度から新法人において調査研究業務を実施するに当たり、以下の措置を講

ずるとともに、次期中期目標において明記する必要がある。 

① 次期中期目標期間において実施することとする５分野の研究課題につ

いて、どのような工程で進ちょくさせ、いつまでにどのような成果を得

るのかについて具体的なロードマップを策定・公表すること。 

② 労働災害防止の観点から行う研究と、臨床研究とが結びつくことを生

かし、これまでの研究の成果に比して、何を、どの程度向上させるのか

について明確化した上で、得ることを目指す成果について具体的な指標

及び目標を設定し、着実に実施すること。 

 

(2) 調査研究部門の再編等 

   厚生労働省では、本法人の次期中期目標期間に向けての「見直し内容」

において、「研究・試験等について企画調整を行う部門（研究試験規格調

整部（仮称））を新法人の本部に設置の上、統合による相乗効果を発揮す

る研究・試験等を始めとして、新法人における研究・試験等が機動的か

つ機能的に実施できるよう、当該部門において総合的な企画調整等を行

うこととする」としている。 

   しかし、上記の見直し内容においては、研究・試験等について企画調

整を行う部門について、①具体的にどのような業務を実施するのか、②

業務の実施によりどのように統合による相乗効果の発揮に寄与すること

となるのか、③当該部門の設置により、新法人における調査研究業務の

効率化に具体的にどのように寄与することとなるのかなど、当該部門の

位置付け、具体的な役割、業務の実施により得ようとする成果等のビジ

ョンは示されていない。 

   したがって、次期中期目標期間開始当初から新法人における調査研究

業務を円滑に進めることができるよう、研究・試験等について企画調整

を行う部門について、その具体的な位置付け、役割及び具体的な業務内

容、体制等について早急に明確化し、あわせて、新法人における調査研

究業務を効率的かつ効果的に実施するため、研究ユニットや研究員の柔



軟な配置等具体的な方策についても検討し、これらについて次期中期目

標に明記する必要がある。 



 

 

農林水産省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．独立行政法人家畜改良センター 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 家畜改良増殖業務について 

独立行政法人家畜改良センター（以下、｢本法人｣という。）は、家畜の改良

及び増殖を行うことにより、優良な家畜の普及を図ることを目的として、家

畜改良増殖業務を実施している。 

本業務の中には、黒毛和種の候補種雄牛の生産に関する業務など、都道府

県や関係畜産団体において類似の業務が実施されているものがあることから、

本法人と都道府県及び民間（関係畜産団体等）との役割分担を次期中期目標

において明確化するとともに、本法人が担うこととした業務については、種

畜ごとに本法人が担う理由を明確化するものとする。 

また、次期中期目標には、目標策定指針に基づき、①「家畜改良増殖目標」

（平成 27年３月 31日農林水産省決定）等、目標を定める根拠となる政府方

針等を記載し、当該政府方針等を踏まえ本法人が担うべき業務を明確化する

とともにその理由を明らかにし、②目標の達成時期や達成水準について明確

に定めるとともに、③「種畜ごとに家畜改良増殖目標で示された目標数値の

達成」などアウトプットに着目した目標を必ず定め、④「乳用牛の候補種雄

牛の供給や遺伝的能力評価値の公表を通じた、家畜改良増殖目標の達成への

貢献」などできる限りアウトカムに着目した目標をできる限り定量的に定め

るものとする。 

 

２ 食肉評価手法について 

本法人は、食味に関する形質の育種改良を効率的に進めるため、食肉の官

能評価及び成分の調査を行い、食味に関連した評価指標を検討しており、牛

肉（黒毛和種）について、和牛らしい風味に関連する筋肉内粗脂肪含量を踏

まえたオレイン酸割合の水準を示すなど一定の成果を創出している。 

一方で、農林水産省では「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」（平

成 25年８月 29日農林水産省）において、平成 24年度実績で 50億円である

牛肉の輸出額を、平成 32年度に 250億円とすることを政策目標として掲げて

いる。 

したがって、本法人においては、当該国の政策の実現に貢献する観点から、

従来の日本人の食味を意識した評価に加え、今後の輸出拡大先として最も期

待される欧米人の味覚も意識した官能評価を実施するものとする。 

 

３ 配布用資産の生産コスト 

本法人は、家畜の改良及び増殖、飼料作物の優良品種の普及を図るため、

種畜、家畜受精卵、種卵、家畜人工授精用精液、飼料作物種苗（原種子）（以

下「配布用資産」という。）の配布を行っている。これらの配布用資産につい



ては、優良な種畜や飼料作物種苗の普及を図り、我が国畜産業の発展に資す

るため、本法人における生産コストが民間市場価格と比較し著しく高くなる

場合でも、畜産経営に対する負担を考慮し配布価格を民間市場価格に近づけ

ることにより、市場の配布需要に応えている。 

一方、本法人の業務実績報告書等においては、それぞれの配布用資産に係

る生産コストが十分に把握されておらず、コスト縮減に対する動機付けが弱

い状況となっている。 

今後、「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26年９月２日 総務大臣

決定、平成 27年５月 25日改定）に基づき、業務の特性に応じ、企業会計的

手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析を活用した評価

が求められることから、配布用資産の生産コストを費目別に把握することに

努めるとともに、当該生産コストと実際の配布価格の差異分析等を通じて、

更なるコスト縮減に努めるものとする。 

 

  



Ⅲ．国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人農業

生物資源研究所、国立研究開発法人農業環境技術研究所及び独立行政法人種苗

管理センター 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）、

国立研究開発法人農業生物資源研究所（以下「生物研」という。）、国立研究開発

法人農業環境技術研究所（以下「農環研」という。）及び独立行政法人種苗管理セ

ンター（以下「種苗管理センター」という。）は、平成 28年４月に統合し、国立

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「統合法人」という。）に再

編されることとなっているところ、これらについての意見は以下のとおりである。 

 

【統合に関する意見】 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ アウトカム目標達成に向けた調査研究業務の重点化 

農研機構の現中長期目標期間における調査研究業務については、例えば「園

芸作物の高収益安定生産システムの開発」では、「年間作業時間を慣行栽培に

比べ２割以上削減できる省力的かつ安定的な高品質果実生産技術を確立する」

などアウトカムと関連した具体的な達成水準が定められた目標となっている

が、中長期目標期間中に達成される研究開発であることが明らかであるとし

て、当該目標の達成時期が明確になっていない。また、例えば生物研につい

ても、「画期的な農作物や家畜等の開発を支える研究基盤の整備」では、「農

業生物のゲノム解読と高度な解析、生体分子の構造・機能解析及びそれらを

可能にするバイオインフォマティクス研究などを推進する」研究開発につい

て、「食料自給率の向上や農業・農村の６次産業化の推進等の農政課題や地球

規模での環境問題に技術面で的確に対応していく」などアウトカムと関連し

た具体的な達成水準が定められた目標となっているが、農研機構同様、中長

期目標期間中に達成される研究開発であることが明らかであるとして、当該

目標の達成時期等が明らかとなっていない。 

農林水産業・地域の活力創造プラン（平成 26年６月農林水産業・地域の活

力創造本部）では、①国内外の需要の拡大、②需要と供給をつなぐ付加価値

向上のためのバリューチェーンの構築、③農地の集約化など生産コスト削減

等を通じた生産現場の強化、④農村の多面的機能の維持・発揮の４つの柱を

軸に政策を再構築された。これは、農業の６次産業化等による所得の増大、

農林水産物の輸出増加等の内容を含む、いわゆる「攻めの農林水産業」を目

指すものである。その後、この方向にこれまでの施策の評価を加え、食料・

農業・農村施策の改革を進める観点から、平成 27年 3月に、新たな「食料・

農業・農村基本計画」が閣議決定されている。このため、次期中長期目標期

間においては、上記の国の政策を踏まえてできる限りアウトカムと関連させ



た具体的かつ明確な目標を策定するとともに、①開発に関する目標のように

具体的な開発時期を設定することが適切な場合や、②中長期目標期間の終了

を待たず達成が見込まれる場合などは、目標の達成時期も明確化するものと

する。その際、統合法人一体として研究ロードマップを作成し、その活用を

図るものとする。 

また、種苗管理センター以外の３法人においては、外部有識者からなる外

部評価委員会を年２回程度開催し、各研究課題における研究計画、研究の進

展度及び研究目標の達成度等の評価を実施しているが、研究開発そのものの

継続の可否を判断する仕組みとなっていない。 

したがって、統合法人においては、研究開発成果を最大化し、国民に対し

て説明責任を果たすという観点から、①研究評価体制を再編し一体的に整

備・運用する、②種苗管理センターの業務に関する調査研究についても研究

評価体制に組み込む、③研究評価においては、目標の達成状況を随時把握し、

必要に応じ研究開発の継続そのものに関する助言・指導を行うことを目的と

する研究マネジメント体制を構築し、統合法人の限られた人的及び物的資源

の適時・適切な配分を通じた研究開発業務の重点化を図るものとする。 

 

第２ 業務実施体制の見直し 

１ 統合に伴う研究体制等の見直し 

統合により、主に生物研と農環研が担う基礎的研究と、主に農研機構が担

う応用・実用化研究及び種苗管理センターが担う業務に関する調査研究を融

合した研究の推進が期待されるところであるが、統合による新たな研究課題

への取組を効果的かつ効率的に実施し、もって研究開発成果の最大化に資す

る観点から、以下の措置を講ずるものとする。 

① 統合後の新たな研究課題等に適応した研究部門の再編を、統合法人横断

的に実施するものとする。 

② 研究ユニットなど研究を実施する組織等を研究テーマ等に応じて機動的

に再編できる仕組みを構築するものとする。 

③ 上記の実効性を確保するため、研究員等を柔軟に配置できる仕組みを構

築するものとする。 

④ 統合後は、つくば地区を始め全国に拠点を有する法人となることから、

本所及び拠点に所属する職員相互間における、ＩＣＴやテレビ会議システ

ムを活用した日常的な情報の交換、研究情報の共同発信を進めるとともに、

研究開発を推進していく上で必要となる技術、能力、人材、設備及び研究

シーズの相互利用を活性化する仕組みを構築するものとする。 

⑥ 管理部門については、内部統制の強化及び知的財産管理等の研究サポー

ト業務の充実を図りつつ、効率化するものとする。 

⑦ 技術専門職員、研究補助員の内部組織をまたぐ柔軟な業務の実施を図る



ものとする。 

 

【法人固有の意見】 

（農研機構） 

第３ 繰越欠損金の解消 

１ 民間研究促進業務 

農研機構は、農林水産業、飲食品産業、醸造業等の向上に資する画期的な

生物系特定産業技術の開発を促進することを目的として、平成 18年度から 22

年度までに研究課題 17件を採択し、委託研究を実施している。 

本事業は、研究期間中は収益が生じず、委託費相当額が自動的に繰越欠損

金として計上される仕組みとなっているが、農研機構は、当該業務の見直し

により、平成 23年度から新規案件の採択を中止している。 

農研機構は、民間研究促進勘定に計上されている研究開発委託費の売上納

付による回収を図るため、研究実施期間中毎年度実施する年次評価及び終了

時評価において、①試験研究成果の目標の達成状況、②受託者の事業化への

取組状況等の概要、③売上納付計画の達成見込みやその変動要因の分析等を

資料として取りまとめ、外部専門家・有識者からなる評価委員の評定の参考

に資するよう評価委員会に提出している。また、評価委員会は終了時評価に

おいて、①現地調査、書面評価及び面接評価の実施、②技術関係と事業化関

係ごとに評価項目・評価基準を設定し、それぞれの評価項目ごとに評定内容

を数量化し、事業化への意見等も附して受託者に通知するとともに、③試験

研究成果の概要と併せてウェブサイトで公表している。さらに、農研機構は、

売上納付の実績額が計画額に比して一定程度下回っている場合には、委託費

の総額の３割を上限として、計画額に対する乖離度に応じて委託費を返納さ

せることとしている。 

  しかしながら、平成 22年度から売上納付額の回収が開始されたものの、研

究成果の実用化に至っていない案件や商品化されたが必ずしも販売が順調で

ない案件が多いなど、売上納付等による委託費の回収が平成 26年度末で４億

６千万円にとどまる一方、結果として繰越欠損金の平成 26年度末の残高が約

23億１千万円計上されているが（資料１参照）、当該繰越欠損金の解消計画は

定められていない状況である。 

このため、農研機構は、研究成果の早期実用化を図るとともに、すでに収

益を上げているものについて更なる収益の増加により、着実に繰越欠損金の

解消を図る観点から、次の措置を講じるものとする。 

  ① 平成 26年度をもって委託費の支出が完了していることから、今後は委託

費の回収等の業務に傾注するものとする。 

② 繰越欠損金の解消状況を随時把握し、必要に応じ研究受託者等に指導・

助言を行うとともに、繰越欠損金の解消計画を定め、事業化の進捗状況を



踏まえた計画の随時見直しを行うものとする。 

③ 採択案件のうち、事業化の進捗が採択時の事業計画通りに進んでいない

ものについて、なぜ事業化が進まないのか原因を把握し、事後研究の促進

等販売に結び付く取り組みについて重点的に指導・助言を行うものとする。 

④ 各種技術展示会等の機会を利用し、製品の需要者開拓やＰＲを積極的に

行うものとする。 

 

（生物研） 

第４ 農業生物資源ジーンバンクの収集方針 

生物研は、生物遺伝資源を国内外から収集・受入して増殖・保存し、来歴

や特性情報を整備して、食料・農業分野の研究開発のために広く提供する「農

業生物資源ジーンバンク事業」（以下「バンク事業」という。）のセンターバ

ンクであり、現在植物約 21万５千点、微生物約２万８千点、動物約１千点を、

サブバンクである農研機構等農業系国立研究開発法人等の本所及び拠点にお

いて分散して管理・運営している（資料２参照）。 

バンク事業は、参画機関との情報交換を円滑にするため、各分野の専門家

から、植物 10 名、動物２名、微生物２名の種類別責任者（キュレータ）を選

任し、事業推進の効率化と密接な意思疎通を図るとともに、参画機関の責任

者とキュレータを構成員とするジーンバンク連絡協議会において、年度事業

実績や次年度計画を討議し遺伝資源収集方針等を事業評価委員会で最終決定

する仕組みとなっている。 

従来から、遺伝資源収集対象は政府の育種目標に応じた収集や、野生種が

日本に存在する戦略的にも重要な遺伝資源収集（ツルマメなど）が行われて

いるが、今後は、６次産業化の推進など農林水産政策の実現という観点も取

り入れた収集を行うものとする。 

 

（種苗管理センター） 

第５ 中期目標管理型法人に求められる目標の策定 

種苗管理センターは国立研究開発法人として再編されるが、①品種登録に

係る栽培試験、②農作物の種苗の検査及び③ばれいしょ等の原原種の生産・

配布業務等、中期目標管理型法人として実施してきた業務については、農林

水産行政の実施機関として、当該政策目的の達成に向けたできる限り定量的

なアウトプットに着目した目標を定めるとともに、できる限りアウトカムに

着目した目標を定めるものとする。 

 

  



Ⅳ．国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 我が国の食料安全保障に寄与するアウトカム目標の設定について 

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以下｢本法人｣という。）の

現中長期目標期間における試験及び研究並びに調査に関する中長期目標では、

例えば「開発途上地域の農林漁業者の所得・生計向上と農山漁村活性化のた

めの技術の開発」では、「これらの地域において生産される多様な農林水産物

の多面的な価値を評価し、有効利用のための新たな加工・流通・保管技術を

開発する。」などの記述に留まり、研究開発活動の国や社会に対する効果（ア

ウトカム）と関連させた目標となっておらず、また、当該目標の達成水準や

中長期目標期間中に達成される研究開発であることが明らかであるとして、

達成時期等が明らかとなっていない。 

「農林水産研究基本計画」（平成 27年３月 31日農林水産技術会議決定）で

は、「地球規模の食料・環境問題に対処し、国際貢献を行う」ことが掲げられ

ている。このため、次期中長期目標においては、上記の国の政策を踏まえた

できる限りアウトカムと関連させた具体的かつ明確な目標を定めるとともに、

①開発に関する目標のように具体的な開発時期を設定することが適切な場合

や、②中長期目標期間の終了を待たず達成が見込まれる場合などは、目標の

達成時期等も明確化するものとする。 

また、本法人は、主に熱帯及び亜熱帯に関する地域その他開発途上国にお

ける農林水産業の技術向上のための試験研究を通じて、これら地域における

農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目的としている。国立研究

開発法人は、研究開発活動を通じた国や社会に対する効果（アウトカム）の

創出を求められており、我が国の国益に寄与する観点が重要であることから、

次期中長期目標においては、我が国の食料安全保障に対する寄与についても、

具体的かつ明確な目標を定めるものとする。 

 

２ Ⅲで掲げた統合法人との連携強化による効率的な業務運営の実施 

本法人は、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成 24年

１月 20日閣議決定）において農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資

源研究所及び農業環境技術研究所と統合することとされ、統合を前提として、

これら４法人の統合準備委員会が設置され、統合後の物品の共同調達や研究

のあり方などについて様々な検討が行われた。また、委員会の下部組織であ

る「国際研究のあり方ワーキンググループ」では、統合後の国際対応の基本

方針、国際研究の目的、国際対応のための機能等については本法人の組織が

中心として担うと整理された経緯がある。 

その後、改革方針において、本法人は単独に存置することとされたが、統

合を前提とした取組のうち物品の共同調達等については引き続き実施される



が、研究開発に関する連携については共同研究の実施以外目立った取組はな

い状況である。 

今後の統合法人との連携に当たっては、物品の共同調達等物品・役務関係

業務の効率化のみならず、両法人がつくば地区に比較的近い位置にあること

も考慮し、研究開発を推進していく上で必要となる技術、能力、人材、設備

及び研究シーズの相互利用を可能とする仕組みを両法人間において構築する

とともに、本法人の海外における研究成果のうち、国内の生産者や企業等が

活用できる技術シーズ等が得られた場合には、実用化を担う統合法人等と連

携し、早期に国内外における事業化等につなげる取組を実施するものとする。 

さらに、本法人の対外活動上のメリット（ネームバリュー等）を活かし、

統合法人の国際連携部門との緊密な連携を構築するものとする。 

 
  



Ⅴ．国立研究開発法人森林総合研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 研究開発成果の最大化の明確化 

国立研究開発法人森林総合研究所（以下、「本法人」という。）は、森林及

び林業に関する総合的な試験及び研究等を実施している。 

また、旧緑資源機構が担っていた水源林造成事業（注１）は、平成 20年４月

から、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律に基づき承継し、改革方針

において受け皿法人の検討について、現中長期目標期間終了時までに結論を

得るとされており、それまでの間、研究所が実施することとされている。さ

らに、平成 27年４月からは、森林保険特別会計の廃止に伴い、森林保険業務

が本法人の業務として追加された。 

上記の経緯から、本法人は他の国立研究開発法人と異なり、同一法人内に、

研究開発業務と、森林・林業行政の現場に近い森林保険業務及び水源林造成

事業を内包することから、森林・林業行政の総合的実施機関と位置づけるこ

とが可能である。 

本法人の現行の研究開発業務に係る中長期目標においては、例えば「森林・

林業の再生に向けた森林管理技術・作業体系と林業経営システムの開発」で

は、「新たな素材生産技術及び林業経営システムの開発を行う。」など、「研究

開発成果の最大化」に向けたアウトカムと関連させた目標となっているが、

具体的な達成水準や達成時期が明示されていない。 

したがって、次期中長期目標の「研究開発の成果の最大化その他の業務の

質の向上に関する事項」においては、一定の事業のまとまりごとに、①具体

的かつ明確なアウトカムと関連させた目標を策定し、②当該目標の達成水準

及び達成時期を明示するものとする。 

また、目標に関連した評価軸の策定に当たっては、報告論文数や学会等で

の発表件数等のアウトプット指標に加え、森林・林業行政又はその他の行政

領域並びに自ら実施する森林保険業務及び水源林造成事業など、国の政策に

対する貢献に係る定性的・定量的観点を踏まえた指標を提示するとともに、

当該指標を評価に活用するものとする。 
（注１）水源を涵養する等の目的で、急速かつ計画的に森林の造成を行う必要があるにもかかわらず、森林所有者が自

助努力を行っても林業生産活動のみでは造成が進まない民有林において、森林総合研究所が費用負担者となって、

水源林を造成し、国民生活に不可欠な水資源の涵養、国土保全、地球温暖化防止等に資する事業。 

    受け皿法人の検討について、現中期目標期間終了時までに結論を得ることとされている。 

 

２ 水源林造成事業の償還計画策定と公表 

本法人は、国費（国庫補助金、政府補給金、政府出資金）、財政融資資金借

入金等（以下「借入金」という。）及び分収造林契約（注２）に基づく造林木販

売収入等を財源に水源林造成事業を実施している。財源のうち、借入金の償

還には、分収造林契約に基づく将来の造林木販売収入を充てることとなって

いるが、造林木が主伐期に達していない現時点においては、造林木販売収入



が僅かであることから、事業費の大部分を国費及び借入金により対応してい

る状況となっている。（資料３参照） 

平成 26年度決算における借入金残高は 1,507億円に対し、造林木販売収入

は４億４千５百万円であることから、借入金の全額償還には長期間を要する

状況となっているが、現中長期目標においては、「事業の収支バランスに係る

試算を不断に見直しつつ、長期借入金等を確実に償還する。」との記載に留ま

っている。事業報告書等公表資料においては、年度単位の借入金の償還実績

について記述・評価をしているが、中長期の償還を踏まえた事業の透明性や

国民に対する説明責任が十分とは言えない状況となっている。 

したがって、次期中長期目標においては、期間内に達成すべき借入金の償

還目標を明示するとともに、研究所においては、①中長期の借入金の償還計

画を公表し、②当年度における償還計画と実績の対比等の情報の分析等を含

めた検証を行い評価を実施するものとする。③その際、債務返済に関する見

通しについて、最新の木材価格や金利情勢などの経済動向や、国費等の収入

を一定の前提条件とした試算と実績の検証等を公表するものとする。 
（注２）一定の割合による収益の分収を条件として、造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちの３者又はいずれか２

者が当事者となって締結する契約のこと。水源林造成事業は土地所有者、造林者及び森林総合研究所の３者が分収造

林契約を締結して、土地所有者が土地の提供を、造林者が植栽、植栽木の保育及び造林地の管理を、同研究所が植栽

や保育に要する費用の負担と技術の指導を実施。 

 

３ 森林保険業務の国民に対するサービスの向上 

  森林保険業務は、平成 27年４月に森林保険特別会計を廃止し研究所に移管

された業務である。森林保険は、持続可能な森林経営を進める上でのセーフ

ティネットとして重要な役割を発揮しており、また、保険金を活用した被災

森林の再造林を通じ、森林経営の安定等に寄与している。 

しかし、民有林の造林面積の減少や、木材価格の下落傾向等厳しい林業の

状況から、森林保険特別会計で実施されていた期間から引き続き保険加入率

が減少している。（ピーク時は昭和 59年で 32.2％、平成 26年度末時点では

9.9％）（資料４参照）。 

林業経営の安定と被災後の再造林の促進による森林の多面的機能の発揮と

いう森林保険の政策目的から考えると、保険加入率の増加を目指す必要があ

るが、現中長期目標には「森林保険の加入促進を図る。」との記載に留まって

いる。 

また、業務が独立行政法人へ移管されたことにより、保険金の支払につい

て国の予算（森林保険特別会計）への計上が不要となることから、保険金支

払事務の迅速化が図られるなど、サービスの向上が図られたところであるが、

現中長期目標に保険金支払業務の迅速化に関する記載はない。 

さらに、森林保険業務に関する情報公開について、現中長期目標では「独

立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）に基づき、平成 27年度以降、



森林保険勘定の収支情報等を情報開示する。」との記述があり、これには財務

諸表、中期目標期間・年度の予算及び決算など独立行政法人通則法に定めら

れている公開情報等が該当するが、これら以外の通常民間の損害保険会社が

公開している情報は含まれていない。 

このような状況を踏まえ、森林保険の加入促進、サービスの向上及び森林

保険加入者と国民に対する説明責任を果たす観点から、中長期目標の策定に

当たって、以下を踏まえるものとする。 

① 保険加入率増加に向けた取組に関する定量的目標を明記し加入促進を

図ること。 

② 保険金支払の迅速化に向けた取組に関する定量的目標を明記すること。 

③ 業務に関する情報公開に当たっては、民間の損害保険会社が行っている

情報公開状況や日本損害保険協会策定の「ディスクロージャー基準」等

を参考とすること。 

 
  



Ⅵ. 独立行政法人水産大学校及び国立研究開発法人水産総合研究センター 

 

独立行政法人水産大学校（以下「水産大学校」という。）及び国立研究開発法人

水産総合研究センター（以下「水研センター」という。）は、平成 28年４月に統

合し、国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下「統合法人」という。）に再編

されることとなっているところ、これらについての意見は以下のとおりである。 

 

【統合に関する意見】 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ アウトカム目標達成に向けた研究開発業務の推進 

水研センターの現中長期目標期間における研究開発業務については、例え

ば「我が国周辺及び国際水産資源の持続可能な利用のための管理技術の開発」

では、「社会・経済的視点及び生態系機能・生物多様性を考慮した漁業・資源

管理手法の開発を行う」などアウトカムと関連した目標とはなっているが、

当該目標の達成水準及び達成時期が明確になっていない。また、水産大学校

の現中期目標期間における研究業務については、「水産に関する学理及び技術

の研究」として、「水産業が抱える課題への対応を十分意識したものとする」

などの記述に留まり、アウトカムと関連させた目標となっておらず、当該目

標の達成水準や達成時期等についても明らかとなっていない。 

我が国の農林水産業・地域の活力創造に向けた政策改革のグランドデザイ

ンとしてとりまとめられた、「農林水産業・地域の活力創造プラン（平成 26

年６月農林水産業・地域の活力創造本部）」（以下「農林水産業・地域の活力

創造プラン」という。）では、「2020年までに 6次産業化の市場規模を 10兆円

に増加」することや、「2022年までに魚介類生産量（食用）を 449万トンに向

上」及び「2020年までに国産水産物輸出額を 3,500億円に倍増」することな

どが目標とされ（資料５参照）、また、当該プランをもとに策定された「「攻

めの農林水産業」の実現に向けた新たな政策の概要（平成 26年８月農林水産

省）」においても、農林水産物・食品の輸出額を 2020年までに現行の約 4,500

億円から１兆円規模（水産物に関しては、現行 1,700億円から 3,500億円）

へ拡大することや、「水産日本の復活に向けた取り組みの推進」として、収益

性の高い持続可能な漁業・養殖業を展開し、かつては世界一を誇った日本の

水産業を復活させるなどの目標が掲げられている（資料６参照）。 

このため、次期中長期目標期間においては、上記の国の政策を踏まえたで

きる限りアウトカムと関連させた具体的かつ明確な目標を策定するとともに、

目標の達成水準や達成時期も明確化し研究開発業務を実施するものとする。 

その際、統合法人一体として研究開発の取組状況等が 俯瞰
ふ か ん

できるよう研究

ロードマップを作成するとともに、大学や民間企業、地方の試験研究機関等



が独自で実施している研究開発を適宜把握・反映し、その活用を図るものと

する。 

 

第２ 業務実施体制の見直し 

１ 統合に伴う研究体制等の見直し 

統合により、水産に関する学理及び技術に係る教育対応の研究及び行政・

産業・地域振興対応の研究活動を含めた、水産に関する基礎から応用・実証

まで一貫した研究の推進が期待されるところであるが、統合による新たな研

究課題への取組を効果的かつ効率的に実施し、もって研究成果の最大化に資

する観点から、以下の措置を講ずるものとする。 

① 統合後の新たな研究課題等に適応した研究部門の再編を横断的に実施す

るものとする。 

② 研究部門に属する研究ユニット等を研究テーマ等に応じて機動的に再編

できる仕組みを構築するものとする。 

③ 上記の実効性を確保するため、研究員等を柔軟に配置できる仕組みを構

築するものとする。 

④ 統合法人は、神奈川県横浜市を始め全国に拠点を有する法人であること

から、統合法人全体のイントラネットを構築し、ネットワーク化を推進す

ることにより、本所及び拠点に所属する研究員等相互間におけるＩＣＴや

テレビ会議システムを活用した日常的な研究情報の交換、研究機関誌の共

同発行を進めるとともに、研究開発を推進していく上で必要となる技術、

能力、人材、設備及び研究シーズの相互利用を活性化する仕組みを構築す

るものとする。 

⑤ 管理部門については、水産大学校の総務部、企画情報部及び内部監査部

門と水研センターの経営企画部、総務部、研究推進部及び内部監査を行う

監理室など各セクションにおいて、本所で一括して行うべき業務分担の整

理を行い、合理化するものとする。 

⑥ 保有資産の有効利用については、保有する船の代船建造にあたり、水産

大学校の練習船の機能と水研センターの調査船の機能を併せもった共用船

とすることにより、研究開発部門が行う高度な調査に学生を参加させるな

ど、調査要員の確保及び教育内容の高度化を図るとともに、航海実習で収

集したデータを研究開発部門に提供するなど、情報を共有することにより

データ解析の高度化を図るものとする。 

  また、船舶の運航に要する経費として、船員人件費や燃油等の削減に繋

がるよう努めるものとする。 

⑦ 水研センターの研究内容とその成果がどのように普及・利活用されてい

るかについて、国民全体に十分周知されるよう、水産大学校の教育活動、



例えば、オープンキャンパス、高校訪問、公開講座等をつうじた効果的な

研究成果の広報活動を行うものとする。 

 

【法人固有の意見】 

（水産大学校） 

第３ 教育内容の充実等 

 １ 水産業の現場への貢献を意識した教育内容の充実 

水産大学校には、水産に関する学理及び技術の教授を行うため、教育課程

として本科（水産流通経営学科、海洋生産管理学科、海洋機械工学科、食品

科学科、生物生産学科）、専攻科（船舶運航課程、船用機関課程）及び水産学

研究科（水産技術管理学専攻、水産資源管理利用学専攻）が置かれている。 

特に、水産流通経営学科は、社会科学的なアプローチによって水産業（漁

業、水産流通業、水産加工業など）の経営分野と水産物流通分野について、

現場に根ざした実践的な教育と研究を行っており、そのうえで、水産行政（公

務員）、水産団体、漁業及び水産加工流通会社、水産関連企業などでリーダー

として、グローバルかつ地域に根ざした視点で企業や地域（行政）をデザイ

ン・マネジメントできる能力を持った人材の育成を目指している。農林水産

業・地域の活力創造プランにおいて、若者たちが希望を持てる「強い農林水

産業」と「美しく活力ある農山漁村」を創り上げることを農林水産行政の方

針とし、その政策の展開方向として、「６次産業化等の推進」や「水産日本の

復活」が示されている中で、同学科への社会的ニーズは確実に高まっている

が、入試志願倍率をみても同学科の倍率は 2.6倍と本科５学科のうち、平成

26年度入試に続き最も低くなっている（資料７参照）。 

このため、水産流通経営学科を含む本科、専攻科及び水産学研究科におい

て、現在のカリキュラムの内容が学生や企業等のニーズに合っているか等、

改めて調査・分析を行い、水産業の現場への貢献を意識した講座の再編等を

通じて、教育内容の充実に向けた取組を行うものとする。 

 

２ 教育の高度化に向けた取組の充実 

水産大学校の学生に研究開発の最先端の現場を体験できる取組としては、

水研センターへのインターンシップの実施が有効な手段の一つであると考え

るが、平成 26年度における水研センターへの実績は１名にとどまっている（資

料８参照）。 

このため、次期中長期目標期間においては、水研センターへのインターン

シップの充実を図るほか、水研センターにおける研究開発に携わった学生に

対し単位を与えることや、研究科等の学生に対して水研センターの研究プロ

ジェクトへ参加させる仕組みの構築等、教育の高度化に向けた取組を実施す

るものとする。 



 

（水研センター） 

第４ 水産資源の適切な管理による持続的な利用 

   水研センターは、国内における水産資源の減少や漁獲量の減少などによる

漁業経営の深刻化、国外における水産物需要の増加、まぐろ類をはじめとす

る海洋生物の保存管理や国際規制の強化等、さらには海水温の上昇等海洋環

境の変化が水産資源や海洋生態系の与える影響に対応すべく、我が国周辺及

び公海並びに外国経済水域における水産資源に関し、①社会・経済的視点及

び生態系機能・生物多様性を考慮した漁業・資源管理手法の開発、②海洋生

態系の把握や気候・海洋環境変化が資源変動に及ぼす影響の解明、③水産資

源の合理的利用のための操業方法等の手法開発・評価、④太平洋クロマグロ

を中心としたかつお・まぐろ類についての資源管理技術の開発を実施してい

る。 

近年、現状資源管理ルールがない日本近海の公海における外国漁船による

水産資源の先取り等が原因と見られる水産資源や漁獲高の減少が注目されて

おり、今年９月には、当該海域における資源管理の枠組みを協議する北太平

洋漁業委員会（ＮＰＦＣ）（注３）を日本が主導して開催するなど、新たな資源

管理ルールの作成に向けた我が国政府の取組が始まったところである。 

このため、水研センターにおいては、当該海域における水産資源の状況に

関する科学的根拠に基づいた調査の実施等による我が国政府の上記取組に対

する貢献（アウトカム）について、次期中長期目標に設定するものとする。 

（注３）北太平洋漁業委員会（North Pacific Fisheries Commission :NPFC） 

北太平洋漁業委員会（NPFC）は、北太平洋の海洋生態系を保護しつつ、条約水域における漁業資源の長期

的な保存及び持続可能な利用の確保を目的とする「北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関

する条約」（北太平洋漁業資源保存条約）に基づいて設立される地域漁業管理機関。 



 

 

経済産業省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．独立行政法人経済産業研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 経済環境や政策ニーズに対応した研究マネジメント体制の構築 

独立行政法人経済産業研究所（以下、｢本法人｣という。）は、経済及び産業

に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究等を行うと

ともに、その成果を活用することで、我が国の経済産業政策の立案に寄与す

ることを目的に研究を実施している。 

研究を進めるに当たり、研究目的、研究テーマ及び内容、研究期間及び研

究スケジュール、研究成果並びに研究成果の普及を盛り込んだ「研究計画」

を研究プロジェクトごとに作成し、「研究計画」に沿った研究の進捗状況の確

認などを行政担当者を交えた検討会で実施するなどにより、個々の研究プロ

ジェクトを管理している。また、外部からの客観的な視点を取り入れるため

「外部諮問委員会」において、研究テーマの適切性や進捗状況、成果の検証

等について、海外を含む外部有識者から助言を得て、研究プロジェクトの追

加等に反映している。 

本法人が実施する研究は、技術開発と異なり、経済環境や政策ニーズ自体

が時々刻々と変化するため、数年後には研究の意味が希薄となることが多く

適時にかつ早期に研究成果の最大化が求められる性質のものである。そのた

め、「経済産業政策に関する研究のハブ機能を有する」法人としての立ち位置

を明確にするため、以下の取組を実施し、本法人の限られた研究リソースの

適時・適切な配分を通じ研究業務の重点化を図るとともに研究マネジメント

体制を充実させるものとする。 

①中期計画又は年度計画で定める研究プログラムの下に、経済産業政策の

重点的視点を踏まえた複数の研究プロジェクトを設定する。各研究プロ

ジェクトは、研究計画において「政策的目標」、「期待される成果」、「ス

ケジュール」等のロードマップを明確かつできる限り定量的に定める。 

②本法人は、上記、研究計画に記載するロードマップの進捗状況を定期的

に確認し、「外部諮問委員会」は、必要に応じ研究の継続そのものに関す

る助言・指導を行う。 

なお、中期目標には、目標策定指針に基づき、具体的、客観的、的確かつ

明確な、「公表した研究論文数」などアウトプットに着目した目標を必ず定め

るとともに、「経済産業政策への期待される貢献」として、「白書、審議会資

料等における研究成果の引用件数」などできる限りアウトカムに着目した目

標を、できる限り定量的に策定することが求められるため、これらの事項を

次期中期目標へ記載するとともに、これらの事項を研究計画に記載したロー

ドマップに反映させるものとする。この際、中期目標の数値目標水準につい

ては、国の政策目的を実現するために必要な水準を定める必要があり、実現

可能性を過度に考慮した安易なものにならないよう、厳格に見直しを行うも



のとする。 

また、適切なプロジェクト管理の実施を可能とするため、プロジェクトご

とに研究計画で記載したロードマップの進捗状況を踏まえた運営費交付金予

算の配分の見直しを行う等、管理会計の手法を活用したプロジェクトごとの

予算管理体制を構築するとともに、評価においては、プロジェクトごとの研

究の進捗状況と運営費交付金予算の執行状況を明らかにして実施するものと

する。 

 

２ 民間研究機関の研究者等との連携強化 

改革方針において、本法人は、政策研究に係る資源配分を効率化しつつ、

本法人の機能の一層の向上を図る観点から、国内外の政策研究機関との連携

強化を進めることとされている。これを踏まえ、本法人では、国内外の政策

研究機関とセミナーの共同開催、共同研究、人的交流、協力協定の締結等を

進めているところである。 

これまでも、民間研究機関の研究者が本法人の研究メンバーとして参画す

ることで、より現実の社会状況を踏まえた政策提言につながった例もあるこ

とから、今後も、国内外の民間研究機関の研究者や企業の実務者等との連携

を強化し、その知見を取り入れることにより、グローバルな視点も踏まえた

研究成果を創出し、経済産業政策への寄与度を更に高めるものとする。 

また、本法人では、本法人が持つ強み（政府統計、独自収集したミクロデ

ータを活用した実証研究の円滑な遂行能力等）を活用した研究に重点的な資

源配分を行い、民間研究機関との差別化を明確にしていくものとする。 

 

  



Ⅲ．独立行政法人工業所有権情報・研修館 

第１ 世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けた人材育成業務の見直し 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下「本法人」という。）は、発明、実

用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所

有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員その他の

工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修（以下、「人材育成業務」とい

う。）を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的と

している。 

本法人は、人材育成業務として、「調査業務実施者育成研修」など主に民間の知

財関係者を対象とした研修のほか、特許庁の審査官、審判官及び審判書記官の資

格に関する研修や、特許庁職員に対する能力向上のための研修を通じ、知的財産

関連業務を支える人材の育成を図っているが、特許庁職員に対する能力向上のた

めの研修には、「メンタルヘルス、服務規律、ライフプラン等に関する研修」など、

知的財産関連業務の人材育成とは直接関わりのないものも含まれている。 

一方、「日本再興戦略 改訂 2014」（平成 26年６月 24日閣議決定）（以下「再興

戦略」という。）においては、世界最速・最高品質の知財システムの確立に向けた

検討を加速するため「国際的に遜色ないスピード・質の高い審査の実現」が掲げ

られている。具体的には、①今後 10年間で特許の「権利化までの期間」を半減さ

せ平均 14月以内とするとともに、②外部有識者による客観的な品質管理システム

の導入等の取組により「世界最速・最高品質」の審査を実現することを目指すと

されている。 

したがって、本法人の限りある人的及び物的資源の有効活用を図る観点から、

今後の人材育成業務の実施に当たっては、以下の取組を実施することとする。 

① 特許庁職員に対する能力向上のための研修内容を見直し、「世界最速・最高

品質」の審査の実現に真に必要な研修に重点化を図ること 

② 「調査業務実施者の育成研修」における修了率など、研修ごとに「世界最速・

最高品質」の審査の実現を図るできる限り定量的な目標を設定すること 

 

第２ 知的財産権の取得・活用にかかる相談支援の強化 

特許庁が設置する「知財総合支援窓口」は中小企業等の知的財産に関する悩み

や課題を一元的に受け付け、知的財産に携わる様々な専門家や支援機関と協同し

て解決を図るものであるが、「知的財産推進計画 2015」（平成 27年 6月知的財産戦

略本部決定）に基づき平成 28年度に特許庁から本法人へ実施主体が移管されるこ

ととなっている。 

 「知財総合支援窓口」の移管に当たっては、中小企業庁が開設している「よろ

ず支援拠点」や中小企業基盤整備機構が開設している「中小企業海外展開ワンス

トップ相談窓口」との連携を強化し、中小企業者の利便性向上を図るものとする。 

 



第３ 特許情報プラットフォームに関する体制整備 

 特許情報プラットフォームは、特許、実用新案、意匠、商標、審決の公報、外

国公報、非特許文献、審査経過情報等、知財戦略に必要となる基本的な情報の検

索・表示機能を広くサポートし、関連情報を提供するものである。現在、同プラ

ットフォームは、情報システムに関する高度な専門知識を有する契約職員をシス

テムアドバイザー（ＣＩＯ補佐）として配置し運用している。 

特許情報プラットフォームは、将来的に、より幅広く充実したサービスを提供

すべく、 情報提供の迅速化、パテントファミリー情報（注）の活用、 諸外国特許

庁サービスとの連携等の可能性も視野に入れて、更なる検討を進めていくことと

なっており、運用のみならず、システムの開発やセキュリティ対策の強化が重要

な課題となることから、①情報セキュリティ対策等に精通した人材を外部から常

勤職員として登用し、併せて、②プロパー常勤職員の情報システムに関する能力

の計画的な育成を進めていくものとする。 

（注）内外国を通じて、少なくとも一つの共通の優先権を持ち、技術内容が完全又は部分的に一致する関係を有する特

許文献群に関する情報。 



 

 

国土交通省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．国立研究開発法人土木研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 研究業務の目標設定等 

国立研究開発法人土木研究所（以下「本法人」という。）の現中長期目標期

間における調査研究業務については、国が実施する関連行政施策の立案や技

術基準の策定等に反映し得る成果を早期に得ることを目指す研究開発を重点

的研究開発と位置付け、中長期目標期間中の研究費の概ね 75％を充当し、残

りを基礎的、先導的な研究開発に充てることとされており、加えて、研究開

発について、共同研究件数の数値目標も設定されている（資料１参照）。 

しかしながら、研究開発の定量的指標としては、上記研究費の充当及び共

同研究件数が示されているのみで、研究開発についてアウトカムと関連させ

た数値目標や当該目標の達成水準、達成時期等が設定されておらず、研究開

発成果の最大化の観点からの評価が十分でなかった。 

上記を踏まえ、次期中長期目標においては、目標策定指針に基づき、①「一

定の事業等のまとまり」（注１）を適切に定め､アウトカムの観点を十分踏まえた

具体的・明確な目標を設定し、②上記①の目標の達成に向け、研究内容につ

いて不断の見直し・重点化を行い、③研究内容を適切に評価できる評価軸を

設定するとともに、④目標の達成に向けた適切な研究マネジメント体制を構

築するものとする。 

 （注１）「一定の事業等のまとまり」とは、目標策定指針において、「法人の内部管理の観点や財務会計との整合性を

確保した上で、少なくとも、目標及び評価において一貫した管理責任を徹底し得る単位」であり、「具体的には、

法人の長から、法人の資源（予算、人事、組織等）配分及び業務の執行に関し一定の権限及び責任を与えられ

た者が、評価の結果を業務の遂行に適切に反映できるような単位」とされている。（以下同じ。） 

 

２ 国との役割分担の明確化 

本法人は、土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと、土木

技術に関する指導及び成果の普及を行うこと等を業務とする国立研究開発法

人である。 

他方で、国土交通省には、施設等機関として、「国土の利用、開発及び保全

のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係

る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を

行うこと」等の事務をつかさどる国土交通省国土技術政策総合研究所がある

（資料２参照）ところ、本法人の業務は、従来から、国土交通省の政策体系

の中で同研究所が行う研究業務との役割分担の下に行われてきている。 

上記を踏まえ、次期中長期目標においては、適正な評価の実施に資するよ

う、国との役割分担を明記し国立研究開発法人としてのミッションを明確に

するとともに、役割分担に基づき本法人が行う業務に関し、その成果が国に

おいてどのように利活用されることを目指すのかということについて明記す



るものとする。 

 

 ３ 寒地土木研究所の位置付け、役割の明確化及び研究開発成果の最大化 

国土交通省は平成 13年１月の省庁再編において北海道開発庁、国土庁、運

輸及び建設省を母体として発足したものであるところ、旧北海道開発庁の研

究機関であった北海道開発土木研究所は、平成 13年４月の独立行政法人化を

経て平成 18年４月に独立行政法人土木研究所と統合され、本法人の一部門と

して、北海道開発行政と連携し、北海道の特殊な気象条件等に起因した土木

技術上の課題解決のための調査・試験・研究開発等を行っている（資料３参

照）。 

しかしながら、寒地土木研究所の研究開発の中には、例えば「雪氷災害の

減災技術に関する研究」や「寒冷な自然環境下における構造物の機能維持の

ための技術開発」など、その成果を北海道に限らず国土全体において活用で

きるものもあると考えられ、本法人全体としての関与など活用を図るための

方策が十分に確立されていない。 

また、国土全体における土木に係る研究開発を行う中で、寒地土木研究所

に係る本法人のミッションについて、現中長期目標において明確な説明がな

されていない。 

上記を踏まえ、研究開発の成果の最大化の観点から、寒地土木研究所の研

究成果を国土全体において活用するための組織体制及び運用について見直し

を行うとともに、次期中長期目標において寒地土木研究所に係る本法人のミ

ッションを明らかにすることとする。 

 

  



Ⅲ．国立研究開発法人建築研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 研究業務の目標設定等 

国立研究開発法人建築研究所（以下「本法人」という。）の現中長期目標期

間における調査研究業務については、国が実施する関連行政施策の立案や技

術基準の策定等に反映し得る成果を早期に得ることを目指す研究開発を重点

的研究開発と位置付け、中長期目標期間中の研究費の概ね 75％を充当し、残

りを基礎的、先導的な研究開発に充てることとされており、加えて、研究開

発について、査読付論文数、共同研究者数等の数値目標も設定されている（資

料４参照）。 

しかしながら、研究開発の定量的指標としては、上記研究費の充当や査読

付論文数、共同研究数等が示されているのみで、研究開発についてアウトカ

ムと関連させた数値目標や達成水準、達成時期等が設定されておらず、研究

開発成果の最大化の観点からの評価が十分でなかった。 

上記を踏まえ、次期中長期目標においては、目標策定指針に基づき、①「一

定の事業等のまとまり」を適切に定め､アウトカムの観点を十分踏まえた具体

的・明確な目標を設定し、②上記①の目標の達成に向け、研究内容について

不断の見直し・重点化を行い、③研究内容を適切に評価できる評価軸を設定

するとともに、④目標の達成に向けた適切な研究マネジメント体制を構築す

るものとする。 

 

２ 国との役割分担の明確化 

本法人は、建築及び都市計画に係る技術に関する調査、試験、研究及び開

発並びに指導及び成果の普及を行うこと等を業務とする国立研究開発法人で

ある。 

他方で、国土交通省には、施設等機関として、「国土の利用、開発及び保全

のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係

る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を

行うこと」等の事務をつかさどる国土交通省国土技術政策総合研究所がある

（資料２参照）ところ、本法人の業務は、従来から、国土交通省の政策体系

の中で同研究所が行う研究業務との役割分担の下に行われてきている。 

上記を踏まえ、次期中長期目標においては、適正な評価の実施に資するよ

う、国との役割分担を明記し国立研究開発法人としてのミッションを明確に

するとともに、役割分担に基づき本法人が行う業務に関し、その成果が国に

おいてどのように利活用されることを目指すのかということについて明記す

るものとする。 

 

  



Ⅳ．国立研究開発法人海上技術安全研究所、国立研究開発法人港湾空港技術研究

所及び国立研究開発法人電子航法研究所 

第１ 業務体制の見直し 

１ 統合法人としての体制整備 

  国立研究開発法人海上技術安全研究所（以下「海技研」という。）、国立研

究開発法人港湾空港技術研究所（以下「港空研」という。）及び国立研究開発

法人電子航法研究所（以下「電航研」という。）は、平成 28年４月に統合し、

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所（以下「統合法人」という。）

に再編されることとされている。 

  この統合法人における研究開発の成果の最大化を達成するため、国土交通

省海事局、港湾局及び航空局の責任の下、総合政策局において、①研究企画

部門の機能強化、②突発的な事故や災害への対応等における理事長等の権限

と責任による予算や人員等の研究資源の適切な配分を可能とする仕組みの方

向性について早急に検討した上で、統合法人のミッションを、具体的な統合

効果の例示とともに次期中長期目標に明記するものとする。 

 

第２ 事務及び事業の見直し 

 １ 研究業務の目標設定等 

  海技研、港空研及び電航研については、それぞれ研究開発の重点分野が定

められており（資料５参照）、また、共同研究の件数、所外発表の件数、査読

付論文の採択の件数等が数値目標として設定されている。 

しかしながら、研究開発の定量的指標としては、上記共同研究の件数等が

示されているのみで、研究開発についてアウトカムと関連させた目標や達成

水準、達成時期等が設定されておらず、研究開発の実績についての評価の実

施が困難な状況となっている。 

上記を踏まえ、次期中長期目標においては、目標策定指針に基づき、①「一

定の事業等のまとまり」を適切に定め、アウトカムの観点を十分踏まえた具

体的・明確な目標を設定し、②左記①の目標の達成に向け、研究内容につい

て不断の見直し・重点化を行い、③研究内容を適切に評価できる評価軸を設

定するとともに、④目標の達成に向けた適切な研究マネジメント体制を構築

するものとする。 

 

第３ その他 

 １ 国との役割分担の明確化 

港空研は、港湾の整備、利用及び保全に関すること、航路の整備及び保全

に関すること等に関する基礎的な調査、研究及び技術の開発等を業務とする

国立研究開発法人であり、その業務は、統合法人にも引き継がれることとな

っている。 



他方で、国土交通省には、施設等機関として、「国土の利用、開発及び保全

のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係

る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を

行うこと」等の事務をつかさどる国土交通省国土技術政策総合研究所がある

（資料２参照）ところ、港空研の業務は、従来から、国土交通省の政策体系

の中で、同研究所が行う研究業務との役割分担の下に行われてきており、そ

の役割分担も同様に引き継がれることとなっている。 

上記を踏まえ、次期中長期目標においては、適正な評価の実施に資するよ

う、国との役割分担を明記し港空研の業務を引き継ぐ国立研究開発法人とし

てのミッションを明確にするとともに、役割分担に基づき統合法人が行う業

務に関し、その成果が国においてどのように利活用されることを目指すのか

ということについて明記するものとする。 

 

  



Ⅴ．独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航海訓練所 

第１ 業務体制の見直し 

  四面を海に囲まれた海洋国家である我が国にとって、経済や暮らしを支える

海運の果たす役割は極めて重要となっている(注２)。 

  内航海運及び外航海運における船員養成を取り巻く現状のうち、内航海運で

は、その業界の特殊性(①中小零細事業者が多く（注３）定年が定まっていない、

②求人状況が景気により大きく変動(注４)（資料６参照）、③船員の流動性が高い)

により、国土交通省は、現状において、内航業界ニーズを踏まえた実効性のあ

る長期的な船員養成計画を立てることは難しい状況としている。 

このような状況下において、新人船員の供給の面で日本の内航海運を担って

いる（資料７参照）独立行政法人海技教育機構（以下「海技教育機構」という。）

と独立行政法人航海訓練所（以下「航海訓練所」という。）が平成 28年４月に

統合されることとなるが、次期中期目標を策定するにあたっては、業務体制に

ついて以下の視点に立って目標を定めるものとする。 

（注２）外航海運については、エネルギー資源のほぼ 100％を海外からの輸入に依存しており、自動車や鉄鋼など工業

製品の輸出など多様な貨物の輸出入が行われている。これら物資のうち重量ベースで 99.7％を海上輸送が担い、こ

のうち約 60％を日本商船隊（我が国の外航海運企業が運航する 2,000トン以上の商船群）が担っている。 

   内航海運について、国内物流の 43.9％（平成 25年度、トンキロベース）を担うとともに、セメント・石油製品・

金属等の産業基礎物資に係る輸送は 80～90％（トンキロベース）を占めている。また、内航船舶の輸送力をトラッ

クと比較した際には、長距離・大量輸送に適しており、地球温暖化対策の観点からも海上輸送の果たすべき役割は

重要である。 

  （出典：国土交通省交通政策審議会基本政策部会「基本政策部会とりまとめ～海洋立国日本の前進に向けた今後の

海事行政の目指す方向 2015～」（平成 27年７月）及び国土交通省海事局「海事レポート 2015」（平成 27年７月）） 

（注３）内航船員の高齢化（約 27千人の約５割が 50歳以上）が進んでいるが、内航海運事業者の 99.7％が資本金３億

円以下又は従業員 300人以下の中小企業者であり、特にオーナーの 70.6％はいわゆる「一杯船主」と呼ばれる保有

船舶が１隻のみの事業者である。 

  （出典：国土交通省交通政策審議会基本政策部会「基本政策部会とりまとめ～海洋立国日本の前進に向けた今後の

海事行政の目指す方向 2015～」（平成 27年７月）） 

（注４）内航船員の有効求人倍率をみると、資料６のとおり、最低値が 0.21倍、最高値が 1.87倍とかい離が大きく、

加えて、年ごとの変動が著しく激しい状況となっている。 

 

１ 統合法人としての船員教育の高度化 

  新人船員の育成機関としては、四級海技士（主に内航船員）については国

内最大の供給源である海技教育機構の教育機関７校（海上技術短期大学校（３

校、高卒２年課程）及び海上技術学校（４校、中卒３年課程）（以下、両者を

併せて「海技学校等」という。））、三級海技士（主に外航船員）については海

技教育機構の海技大学校及び文部科学省系の教育機関７校（商船系大学２校、

商船系高等専門学校５校）が全国に配置され、それぞれ海技士資格取得に向



けた教育が行われている。これら教育機関の学生は、一定期間の座学教育と

ともに、資格取得のために必要とされる乗船履歴（四級海技士：９か月、三

級海技士：12 か月）を得るため、航海訓練所が５隻の練習船で一元的かつ効

果的に行う乗船実習を受けている。 

海技教育機構と航海訓練所の統合に当たっては、改革方針において「船員

養成機関の核となり、日本人船員の育成・確保の充実につながるよう商船系

大学・高専、海運業界との連携・協力の強化を併せて検討するとともに、自

己収入の拡大や教育内容の高度化に向けた適切な措置等を講ずる」とされて

いることから、教育内容の高度化に向け、①座学・乗船実習カリキュラムの

効果的な運用による一貫教育の実施、②施設・設備の一体的運用による教育

訓練の充実等の措置について、次期中期目標に明記して取り組むものとする。 

なお、航海訓練所は、これまで中立的立場で文部科学省系教育機関７校か

らも実習生を受け入れてきたところであり、統合後もその公平性が損なわれ

ることのないよう、当該機関との連携を図り、効率的な実習生の受入れに取

り組むものとする。 

さらに、上記の 15校以外に、ごく一部の私立大学や水産高校等においても、

学科及び乗船実習（それぞれの学校が保有する練習船を使用）による新人船

員の育成が行われて、これらも船員の供給源の一つとなっている現状も踏ま

え、国土交通省においては、これらの組織を所管する文部科学省との連携を

十分図るものとする（資料８参照）。   

 

２ 入学者募集のための広報活動 

海技学校等における入学応募倍率は、平成 23 年度以降 2.5～3.0 倍の間で

推移しているが、今後少子化が進む中、入学希望者を掘り起こすための広報

活動をいかに効果的かつ効率的に実施していくかが課題となっている（資料

９参照）。 

特に、学生が進路変更等の理由で中退する例がみられる海上技術学校（４

校、中卒３年課程）においては、単に応募倍率を上げるのみならず、入学前

の広報活動段階で入学後のミスマッチを極力少なくし、できる限り入学者全

員の船員養成につなげるための工夫・努力が必要である。 

上記の状況を踏まえ、平成 28年４月の航海訓練所との統合を契機とした入

学者募集の新たな広報活動に関する体制・仕組みの構築について、次期中期

目標に明記するものとする。 

 

 ３ 中退者数の減少に向けた取組と入学料等のあり方についての検討 

  海技学校等のうち、特に海上技術学校（４校、中卒３年課程）においては、

学生が進路変更等を理由に中退する例がみられる。その一因として、これま

で船員の安定供給という政策的観点から入学料・入学検定料が徴収されてお



らず、授業料も一般の公立高校等と比較して低く抑えられていたことにより、

必ずしも船員になることを目的として入学していなかった者もいた可能性も

考えられる。 

海上技術学校の授業料については平成 26年度に公立高校と同等の金額とさ

れたところであるが、入学料・入学検定料についても、自己収入拡大の観点

から、平成 29年度以降に徴収を開始することとされ、具体的な金額等が検討

されているところである。 

入学料・入学検定料の徴収は、自己収入拡大の観点以外にも、高い目的意

識を持つ学生を増加させ、中退者の減少対策に資するのみならず、結果とし

て法人のミッションである船員養成にも寄与することも考えられることから、

入学料等のあり方について検討する旨、次期中期目標に明記するものとする。 

 

４ 船舶運航実務課程講習の見直し 

  海技教育機構では、「平成 22 年度末に中期目標期間が終了する独立行政法

人等の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」（平成 22

年 11 月 26 日政策評価・独立行政法人評価委員会）の指摘を受け、海技大学

校で実施する船舶運航実務課程講習について、講習数の絞り込み（133コース

から 72コースへ）や受講料の段階的値上げを講じている。 

しかし、同講習の内容をみると、なお受講者数が少ないと思われるもの（溶

接に関する講習等）があることから、次期中期目標期間においては、各講習

の効果を見極めた上で、「船員に学術及び技能を教授することにより船員の資

質の向上を図る」という法人としてのミッションも考慮しながら講習内容を

見直す等、適切な対応を行うものとする。 

 

５ 受益者負担と自己収入の拡大 

改革方針において「海運業界を始めとする関係者の受益者負担については、

その対象は教育直接経費ではなく人件費を含む全費用であるという観点から、

引き続き段階的にその拡大を図ることを検討する」こととされている。 

現在、次期中期目標期間において、①海技大学校等における受託研究につ

いて、統合を契機とした受託範囲拡大（海陸双方の施設を活用した研究が可

能）による収入額増加、②航海訓練所が民間船舶会社から徴収する乗船実習

訓練負担金収入について、負担金単価の引上げ等による収入額増加（平成 30

年度までの収入拡大計画を策定済み）が見込まれている。 

次期中期目標期間中の確実な自己収入拡大を担保するため、①については

受託範囲拡大を踏まえた受託研究業務の目標を早期に策定するとともに、②

については平成 31年度以降の継続的な収入拡大計画の策定スケジュールを定

め、それぞれ次期中期目標に明記するものとする。  



Ⅵ．独立行政法人航空大学校 

第１ 業務体制の見直し 

１ 法人のミッションの明確化 

独立行政法人航空大学校（以下「本法人」という。）は、年間 72名の学生

に航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、操縦士を養成することによ

り、安定的な航空輸送を確保することを目的とする機関であり、卒業生の多

くが航空会社の定期路線を中心に民間航空事業の中枢で活躍している。 

一方、操縦士に占める航空大学校出身者の割合は４割程度であり、大手航

空会社による自社養成や外国人等が６割を占めること（資料 10参照）、また、

国土交通省航空局による今後の操縦士需要予測では 2022年には年間で約 200

～300人の新規操縦士の採用を行っていく必要がある（資料 11参照）とされ、

将来的には私立大学等の民間養成機関が新規操縦士の供給源となることが期

待されている状況にある。 

このような状況の中、次期中期目標においては、我が国航空会社の機長や

訓練・査察を行う指導的操縦士など基幹的要員となるような質の高い操縦士

の養成を行うことが本法人のミッションである旨をより具体的かつ明確に記

載し、私立大学など他の養成機関との差別化を図ることとする。 

なお、上記の需要予測を踏まえ、引き続き民間養成機関に対する技術支援

を強化するとともに、将来的に民間出身の操縦士が機長や指導的操縦士に多

数輩出される状況になれば、より多くの部分を民間に委ねるべく本法人の事

務業務の見直しを検討するものとする。 

 

２ 組織のガバナンス強化 

本法人においては、平成 21年度から 23年度の間、３年連続で航空事故が

発生しているが、特に 23年７月 28日に発生した航空事故では学生を含む３

名が死亡しており、25年 12月 20日の運輸安全委員会の勧告において、「安全

管理体制が適正に機能せず、同校の理念から離れ、管理職と現場との間で安

全に対する意識のずれが生じ、不安全行動を見過ごしてしまうような職場環

境・組織風土であったという組織的な問題が関与した可能性が考えられる」

との指摘を受けている（資料 12参照）。 

当該指摘を受け、本法人は、平成 26年３月に第３期中期計画を改訂し、安

全運航の確保を業務運営上の最重要課題として位置付け、様々な安全対策を

導入した。しかし、安全運航を確保するためには、これで措置済みとするの

は適当ではない。第３期中期目標期間の見込み評価が「Ｃ評価」であること

も踏まえ、今期の状況を十分検証し、ＰＤＣＡサイクルで次期につなげるこ

とが重要である。 

したがって、今後においては、①その安全対策は適切なものとなっている

のか、②運輸安全委員会から指摘を受けた組織的な問題は改善されているの



か等、安全対策の見直しによる効果や課題を総括した上で安全管理に係る体

制の不断の見直しを行う旨を、次期中期目標に明記するものとする。 

 

３ 就職率等の目標設定 

  改革方針において、法人の事務・事業の特性に応じたガバナンスの高度化

等の制度・運用の見直しが求められており、人材育成業務を行う法人にあっ

ては、関係する職業への就職率の目標値や専門の資格・免許の合格率など、

人材育成の成果に関する具体的・定量的な目標を設定することとされている。 

  しかしながら、本法人は、厚生労働省より職業紹介事業許可を受け適正な

管理の下に就職の斡旋を行っているものの、今中期目標において人材育成の

成果に関する具体的な目標設定はなされていない。 

したがって、航空会社への就職率など操縦士養成の成果に係る具体的な目

標を次期中期目標に明記し、操縦士不足が懸念される現在において、卒業後

に就職できない者が生じないよう円滑な就職支援に努めるものとする。（資料

13参照） 

 

４ 受益者負担の在り方 

受益者負担の在り方については、交通政策審議会航空分科会基本政策部会

及び技術・安全部会乗員政策等検討合同小委員会において、「平成 27年度以

降当面は当該年度の負担水準を維持しつつ、平成 33年度以降の本法人の中期

計画の策定に合わせて、その時点での民間養成機関の状況を勘案したうえで

改めて検討を行う必要がある。なお、地域航空会社等負担力の低い航空会社

にとっては、採用した航空大学校出身者が転籍するリスクが高いため、その

場合の経営に与える影響も勘案しつつ、今後、負担方法の見直しを検討する

必要がある。」との検討結果となっている。 

一方、改革方針の「平成 27年度フォローアップ結果」（平成 27年９月 30

日内閣官房行政改革推進本部事務局、総務省行政管理局）において、国土交

通省は、今後の対応方針として「次期中期目標作成等に向けて必要な対応を

行う。」と回答している。 

本法人では、航空会社との意見交換の場を平成 24年度から設け、業績評価

報告書を作成するに当たって航空会社の意見をも反映していることから、上

記の国土交通省の対応方針も踏まえ、受益者負担の在り方についても当該機

会を利用するなどして関係者間での情報交換に取り組んでいくこととし、そ

の旨を次期中期目標に明記するものとする。 

 

  



Ⅶ．独立行政法人交通安全環境研究所、自動車検査独立行政法人 

第１ 業務体制の見直し 

１ 統合法人としての体制整備 

  独立行政法人交通安全環境研究所（以下「交通研」という。）と自動車検査

独立行政法人（以下「車検独法」という。）は、平成 28年４月に統合し、独

立行政法人自動車技術総合機構（以下「統合法人」という。）に再編されるこ

ととされ、統合により「設計から新車、使用の段階の業務を総合的に実施し、

新技術の導入や不具合発見等への迅速・確実な対応を実現」するとされてい

る。 

  この統合目的を達成するため、①交通研の型式指定審査部門及びリコール

技術検証部門と、車検独法の自動車検査部門とにおいて、型式指定審査業務、

自動車検査業務及びリコールの技術検証業務を一体的に担当する理事を置く

など、統合法人として一体的にマネジメントできる体制を整備し、②現場レ

ベルで緊密な連携・情報交換が行われるような仕組みを構築することとし、

これらを次期中期目標に明記するものとする。 

 

２ 国からの事務等移管に係る体制整備 

改革方針により、国の自動車検査登録業務のうち登録基準の適合性審査に

係る調査・確認事務について、平成 28年度から順次速やかに事務及び人員が

移管され、30年度開始までに完了するとされている。これを踏まえ、①事務

及び人員の移管スケジュール、②移管された事務と既存事務（交通研及び車

検独法の業務）の全体を、効果的かつ効率的に実施できるような体制及び仕

組みについて、直ちに検討し、次期中期目標に明記するものとする。 

 

３ 四谷本部の移転 

新宿区本塩町（四谷）に置かれている車検独法の主たる事務所（本部）に

ついては、「平成 22年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人等の主要

な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」及び「独立行政法人

の事務・事業の見直し方針」（平成 22年 12月７日閣議決定）において、賃料

コストの低い施設等への移転を検討すべき旨が示されている。 

しかしながら、その後、改革方針により交通研との統合が決まるまでは移

転の検討が一時的に困難となったこともあり現在においても車検独法の本部

移転は行われておらず、また、統合法人の主たる事務所（本部）も現在の車

検独法の本部に置くとされている状況であって、上記の閣議決定等を踏まえ

た検討が十分に実施されていない。 

このため、統合法人の本部については、統合後の管理部門の合理化や経費

削減の観点を考慮しつつ、現在の交通研（東京都調布市）に隣接する法人の

敷地等の利用も視野に入れた検討を直ちに行い、次期中期目標期間中の早期



に結論を出すものとする。 

 

第２ 事務及び事業の見直し  

 １ 研究業務の目標設定 

  交通研の研究部門は、改革方針により、統合後も「自動車における我が国

技術の国際標準獲得や鉄道インフラの戦略的な海外展開等において重要な役

割を引き続き担う必要がある」、「従来、交通安全環境研究所が有していた国

際標準に係る国際会議の対応体制、他国の研究機関とのハイレベルな連携、

対外的プレゼンス等の研究部門としての必要な機能が･･･損なわれることが

ないよう･･･」とされている。 

  また、統合を契機として、研究部門において革新的技術（例えば、ＩＴＳ

を活用した自動走行システム等）に対応した自動車検査手法の開発に取り組

むなど、よりシナジー効果を発揮できるような観点で研究を行うことも必要

である。 

  上記を踏まえ、次期中期目標においては、目標策定指針に基づき、①「一

定の事業等のまとまり」を適切に定め、アウトカムの観点を十分踏まえた具

体的・明確な目標を設定し、②左記①の目標の達成に向け、研究内容につい

て不断の見直し・重点化を行い、③研究内容を適切に評価できる評価軸を設

定するとともに、④目標の達成に向けた適切な研究マネジメント体制を構築

するものとする。 

 

２ 民間活力の更なる活用等を踏まえた業務の重点化 

車検独法の検査場における検査件数については近年減少傾向にある（資料

14参照）ところ、①今後も民間能力の活用の観点から指定整備工場における

指定整備率（平成 26年度で 74.8％。資料 15参照）を更に向上させるとして

いること、②軽自動車の自動車検査業務は軽自動車検査協会が行っているが、

軽自動車の保有台数は年々増加していること（資料 16参照）に鑑みれば、検

査場における検査件数は今後も減少傾向が続くことが考えられる。 

一方で、検査場での受検者等の事故防止対策に関し、特に人身事故につい

て、今中期目標期間における目標（平成 23年度から 27年度までの人身事故

の平均発生件数を 22年度に比して 10％削減）を達成することが難しい見込み

となり、現中期目標期間見込み評価でもＣ評定が付され、「ハード面の対策や

人員の配置を再検討するなど抜本的な対策を講じる必要がある」と評価され

ている。 

上記を踏まえ、①本法人が果たすべきミッションを明確にした上で、②新

規検査や街頭検査等、民間では担えない検査に業務を重点化し、③受検者の

安全性を確保しつつ、業務の重点化に伴い検査コース数や要員配置を見直す

ものとする。 



また、④平成 14年から削減してきた検査コース（20コース）について、現

在、受検者等の見学・確認スペースとしての活用や繁忙期の臨時コースとす

る等の対応を行っているところであり、今後の検査場における検査件数の状

況、受検者の事故防止対策等も踏まえ、今後も引き続き削減コースの有効活

用を行うものとする。 

さらに、⑤今後、国において自動車検査登録事務所等の集約・統合化の検

討を行う際には、本法人の検査部・事務所の集約・統合化についても併せて

検討を行うものとする。 

上記①から⑤までについては、次期中期目標に明記するものとする。 

 

３ 関係機関との情報共有の促進 

「設計から新車、使用の段階の業務を総合的に実施し、新技術の導入や不

具合発見等への迅速・確実な対応を実現」するという統合の目的をより一層

達成するためには、指定整備工場や軽自動車検査協会で把握した不具合情報

等について、統合法人に適時適切に情報提供されるような仕組みが必要であ

る。 

一方、現状では、国土交通省が自動車検査証を交付するに当たり指定整備

工場で検査を行った自動車についても点検整備記録簿が提示されることを踏

まえ、国土交通省におけるデータ集約の仕組みについて検討している段階で

ある。 

このため、国土交通省において次期中期目標期間の早期に当該データ集約

の仕組みを構築するとともに、当該データについて統合法人との情報共有を

図るなど、一層の情報共有の仕組みを次期中期目標期間中の早期に構築する

ものとし、その旨を次期中期目標に明記するものとする。 

また、軽自動車検査協会についても検査の高度化が進められ、検査データ

が蓄積されつつあるため、同協会において高度化システムが構築された際に

は速やかに統合法人のシステムとの連携を図るなど、一層の情報共有の仕組

みを次期中期目標期間中の早期に構築するものとし、その旨を次期中期目標

に明記するものとする。 



 

 

環境省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．国立研究開発法人国立環境研究所 

第１ 事務及び事業の見直し 

「本法人」は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の

環境の保全に関する調査及び研究を、環境研究の柱となる８つの研究分野（資料

１参照）について、基礎研究から課題対応型研究まで一体的に、分野間連携を図

りつつ実施している。 

次期中長期目標期間においては、「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」

（平成 27年８月中央環境審議会答申）（以下「推進戦略」という。）を踏まえ、上

記８つの政策貢献型の研究分野に加え、「環境・経済・社会」の更なる統合的向上

を目指し、「持続可能な循環共生型社会」の実現に向けた研究に重点化する観点か

ら、低炭素、資源循環、自然共生、安全確保及び統合領域（低炭素・資源循環・

自然共生政策の統合的アプローチ）からなる「課題解決型研究プログラム」を分

野横断的に導入することとなっている。 

新たな仕組みを導入し、多数の研究プロジェクトを同時に実施することにより

「研究開発成果の最大化」を目指すには、目標策定指針に基づく適切な目標設定

と研究マネジメントの強化が求められることから、以下を実施するものとする。 

① 本法人として目指すべき研究開発の方向性を中長期目標に明記すること。 

② 目標及び評価において一貫した管理責任を徹底しうる「一定の事業のまとま

り」ごとに目標を策定すること。 

③ 「推進戦略」等、国の政策を踏まえたできるだけアウトカムと関連させた目

標を策定すること。 

④ 目標の達成時期や具体的な達成水準を明確にすること、その際、政策・研究

ロードマップを活用すること。 

⑤ 新たな組織横断的な研究プロジェクトの実施に当たり、報告体制の整備や責

任者の明確化など研究マネジメントを強化すること。 

 

第２ 国立環境研究所福島支部の役割 

本法人は、福島復興再生基本方針（平成 24年 7月 13日閣議決定）に基づいて、

平成 28年度より、福島県が整備する環境創造センター内に「国立環境研究所福島

支部」（以下「福島支部」という。）を設置し、災害環境研究の一層の推進を図り、

被災地の環境回復・環境創造に貢献していくこととしている。 

環境省は、福島支部を災害環境研究の中核機関として位置づけており、環境放

射能汚染からの環境回復研究、持続可能な復興まちづくりを支援する環境創生研

究、今後の災害に環境面から備える災害環境マネジメント研究等の着実な実施に

努めることが期待されることから、研究拠点が移される福島支部の役割について

次期中長期目標において明らかにするものとする。 

また、環境創造センターには、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構や福

島県の研究機関が入居することとなっていることから、これらの機関との役割分



担を明確化した上で連携を図るものとする。 

さらに、福島支部は本法人として初めての拠点研究所となることから、研究管

理体制の整備や法令順守に関する事項の整備など内部統制体制の整備・運用を図

るものとする。 
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